
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ

ィ
と
い
う
言
葉

に
出
逢
い
、日
々

の
仕
事
が
少
し

楽
に
な
っ
た
。

直
訳
す
る
と
負
の
能
力
。
今
か

ら
200
年
以
上
前
、
イ
ギ
リ
ス
の

詩
人
Ｊ
・
キ
ー
ツ
が
記
し
た
考

え
方
が
最
近
、
注
目
さ
れ
て
い

る
▼
仕
事
に
几
帳
面
な
私
は
、

歳
を
追
う
ご
と
に
ま
す
ま
す
そ

の
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
た
。

レ
ジ
ン
が
ブ
ラ
イ
ン
ド
で
充
填

さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
ク
ラ
ウ
ン

セ
ッ
ト
時
に
全
周
の
マ
ー
ジ
ン

か
ら
セ
メ
ン
ト
が
溢
れ
な
か
っ

た
…
な
ど
、
最
善
を
尽
く
し
て

も
出
現
す
る
こ
れ
ら
の
細
か
な

事
象
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
最

近
は
、
高
倍
率
な
ル
ー
ペ
を
使

用
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
残
像

が
夜
中
、
私
の
脳
裏
で
映
画
の

ワ
ン
シ
ー
ン
の
よ
う
に
蘇
る
▼

概
念
と
し
て
は
、
す
ぐ
に
解
決

で
き
な
い
事
柄
に
じ
っ
と
耐
え

る
力
を
言
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ケ
イ

パ
ビ
リ
テ
ィ
。
解
釈
は
さ
ま
ざ

ま
だ
が
、
解
決
を
急
が
ず
耐
え

る
こ
と
で
、
結
果
的
に
良
い
方

向
に
導
か
れ
る
と
い
う
考
え
方

だ
。
ち
な
み
に
、
早
急
に
物
事

を
解
決
す
る
能
力
で
あ
る
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
と
い

う
考
え
方
も
あ
る
▼
ぐ
っ
と
耐

え
て
患
者
を
見
続
け
る
こ
と

が
、
長
く
臨
床
を
続
け
る
た
め

に
必
要
か
も
し
れ
な
い
。（
Ｓ
）

理事会声明
「理解が困難な改定
  必要な歯科医療が提供できる改定を切望する」

２

【新連載】
オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟
提訴からの進捗と展望
 佐藤 一樹（東京保険医協会 理事）

７

２０２４年度診療報酬改定情報
歯科はこうなる／一問一答と施設基準を解説

３

News　View

“複雑改定”

歯科医療改善には不十分
６月１日施行迫る

協
会
は
今
次
改
定
に
対
し

「
声
明
」
と
「
談
話
」
を
発
表

協
会
は
、
今
次
改
定
を
受
け

て
、
理
事
会
声
明
「
理
解
が
困

難
な
改
定
必
要
な
歯
科
医
療

が
提
供
で
き
る
改
定
を
切
望
す

る
」、
お
よ
び
地
域
医
療
部
長

談
話
「
患
者
を
最
期
ま
で
診
る

た
め
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
」
を

取
り
ま
と
め
、
発
表
し
た
（
詳

細
２
面
）。

理
事
会
声
明
で
は
、
診
療
報

酬
本
体
の
改
定
率
が
低
い
う

え
、
賃
上
げ
や
マ
イ
ナ
保
険
証

の
利
用
促
進
を
主
目
的
と
し
た

加
算
な
ど
の
新
設
に
よ
っ
て
、

純
粋
な
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ

分
が
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
。
医
療
従
事
者
の

人
材
確
保
や
賃
上
げ
の
た
め
と

の
名
目
で
新
設
さ
れ
た
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
評
価
料
に
つ
い
て

は
、
次
期
２
０
２
６
年
度
改
定

時
に
賃
上
げ
分
が
確
保
さ
れ
る

保
証
が
な
い
こ
と
を
問
題
視
し

た
。
ま
た
、
歯
科
用
貴
金
属
材

料
を
使
用
し
た
歯
冠
補
綴
物
が

補
管
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た

こ
と
は
、
金
属
材
料
を
使
用
し

た
歯
冠
補
綴
物
が
選
定
療
養
の

仕
組
み
に
導
入
さ
れ
混
合
診
療

に
つ
な
が
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ

る
た
め
、
選
定
療
養
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
断
固
反
対
と
す

る
姿
勢
を
表
明
し
た
。
さ
ら
に

今
次
改
定
で
、
先
発
医
薬
品
と

後
発
医
薬
品
の
差
額
の
一
部
を

選
定
療
養
と
し
て
患
者
負
担
と

す
る
取
扱
い
が
10
月
か
ら
施
行

さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
撤
回

を
強
く
求
め
て
い
る
。
今
次
改

定
の
改
定
率
で
は
物
価
高
騰
に

も
対
応
で
き
ず
、
歯
科
医
療
改

善
の
た
め
の
診
療
報
酬
改
定
と

し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
国
民

に
必
要
な
医
療
を
提
供
で
き
る

診
療
報
酬
改
定
を
切
望
し
た

（
２
面
参
照
）。

厚
生
労
働
省
は
24
年
度
診
療

報
酬
改
定
に
関
す
る
、
疑
義
解

釈
（
そ
の
１
）（
そ
の
２
）、
通

知
の
一
部
訂
正
、
略
称
、
記
載

要
領
な
ど
の
通
知
、
事
務
連
絡

を
発
出
し
た
。
す
で
に
４
月
に

は
薬
価
改
定
が
行
わ
れ
て
お

り
、
麻
酔
薬
剤
料
な
ど
の
変
更

点
が
あ
る
の
で
留
意
し
て
い
た

だ
き
た
い
（
３・８
面
参
照
）。

今
回
の
改
定
で
は
、「
か
か

り
つ
け
歯
科
医
機
能
強
化
型
診

療
所
（
か
強
診
）」
が
廃
止
さ

れ
、「
口
腔
管
理
体
制
強
化
加

算
（
口
管
強
）」
が
新
設
さ
れ

た
。
歯
科
外
来
診
療
環
境
体
制

加
算
（
外
来
環
）
は
、
歯
科
外

来
診
療
医
療
安
全
対
策
加
算

（
外
安
全
）
と
歯
科
外
来
診
療

感
染
対
策
加
算
（
外
感
染
）
に

分
離
さ
れ
る
な
ど
、
施
設
基
準

が
増
加
し
複
雑
に
な
っ
た
。
３

月
31
日
ま
で
に
外
来
環
、
か
強

診
の
届
出
を
し
て
い
た
医
療
機

関
は
「
み
な
し
」
扱
い
と
な

り
、
新
し
い
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
た
う
え
で
、
25
年
５
月
末

ま
で
に
再
届
出
を
行
え
ば
良

い
。
新
規
で
届
出
を
す
る
場
合

に
は
、
す
べ
て
新
し
い
要
件
を

満
た
し
た
う
え
で
、
５
月
２
日

か
ら
６
月
３
日
（
必
着
）
ま
で

に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
６
月

１
日
か
ら
算
定
が
可
能
と
な

る
。（
３
面
参
照
）。

な
お
、
エ
ナ
メ
ル
質
初
期
う

蝕
処
置
、
根
面
う
蝕
処
置
が
、

管
理
料
と
処
置
料
に
改
編
さ
れ

る
な
ど
、
複
雑
な
改
定
内
容
が

多
い
こ
と
か
ら
、
算
定
要
件
な

ど
の
熟
知
が
必
要
で
あ
る
。

新
点
数
説
明
会
に
ご
参
加
を

協
会
は
６
月
施
行
直
前
と
な

る
５
月
20
日
㈪
に
第
３
回
新
点

数
説
明
会
を
な
か
の
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ

大
ホ
ー
ル
に
て
開
催
す
る
の

で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
い
た
だ
き
た

い
。
後
日
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
配

信
も
行
う
予
定
な
の
で
、
参
加

が
難
し
い
場
合
に
は
視
聴
し
て

ほ
し
い
。

第第５２５２回定期総会のご案内回定期総会のご案内

開催日時開催日時

　２０２４２０２４年年６６月月１６１６日(日)日(日)
　午後　午後２２時時３０３０分～分～７７時時４５４５分分
開催場所開催場所

　主婦会館プラザエフ（住所：東京都千代田区六番町15）　主婦会館プラザエフ（住所：東京都千代田区六番町15）

総会議事総会議事　午後　午後２２時時３０３０分～午後分～午後４４時時１５１５分（7F カトレア）分（7F カトレア）
　　　　　 第 1 号議案　2023年度活動報告の承認を求める件
　　　　　 第 2 号議案　2023年度決算報告の承認を求める件
 　   　　　　　 付・会計監査報告
　　　　　 第 3 号議案　2024年度活動計画案承認の件   
　　　　　 第 4 号議案　2024年度予算案承認の件
　　　　　 第 5 号議案　選挙管理委員承認の件
　　　　　 第 6 号議案　決議採択の件

記念講演記念講演　午後　午後４４時時３０３０分～午後分～午後６６時時００００分（ 7F カトレア）分（7F カトレア）
「2024年度改定を考察し、今後の歯科医療を展望する」「2024年度改定を考察し、今後の歯科医療を展望する」
　講師：坪田 有史 氏（東京歯科保険医協会 会長）　講師：坪田 有史 氏（東京歯科保険医協会 会長）

懇 親 会懇 親 会　午後　午後６６時時１５１５分～午後分～午後７７時時４５４５分（B 2 F クラルテ）分（B2 F クラルテ）

在
宅
医
療
に
特
化

第
２
回
新
点
数
説
明
会

協
会
は
４
月
25
日
、
２
０
２

４
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
伴
う

第
２
回
新
点
数
説
明
会
を
な
か

　当会の第52回定期総会を下記の通り開催いたしま
す。ご多用中のことと存じますが、ぜひご出席くだ
さいますようお願い申し上げます。また、５月上旬頃
に送付予定の往復葉書「第52回定期総会・記念講演 
出欠票」をご返送ください。
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本会会員の先生は、第１～３回新点数説
明会の模様をデンタルブックで視聴でき
ます。各回終了後に随時動画を公開しま
すので、右上QRからデンタルブックに
ご登録ください（第１回はすでに配信中
です。第２回は5月上旬頃、第３回は５月
下旬頃に配信開始予定）。

▲デンタルブック▲デンタルブック

好評配信中！好評配信中！

新点数説明会　新点数説明会　ご案内＝ご案内＝５５面面
▼参加予約フォーム▼参加予約フォーム

６退き際の思考 歯科医師をやめる
石田 昌也さんー前編ー

９症例研究
クラウン・ブリッジ維持管理料（補管）の
対象補綴物の縮小

の
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
大
ホ
ー
ル
で
開
催

し
、
会
員
や
ス
タ
ッ
フ
ほ
か
約

500
人
が
会
場
に
足
を
運
ん
だ
。

計
３
回
開
催
さ
れ
る
新
点
数

説
明
会
の
う
ち
、
在
宅
医
療
を

テ
ー
マ
に
し
た
今
回
は
、
歯
科

訪
問
診
療
料
な
ど
在
宅
医
療
に

関
す
る
診
療
報
酬
改
定
の
ポ
イ

ン
ト
を
中
心
に
解
説
し
た
。
歯

科
訪
問
診
療
料
や
、
訪
問
歯
科

衛
生
指
導
料
に
つ
い
て
は
２
面

で
詳
報
し
て
い
る
の
で
ぜ
ひ
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
。

冒
頭
で
挨
拶
し
た
坪
田
有
史

会
長
は
、「
今
次
改
定
は
複
雑

だ
が
、
診
療
報
酬
を
学
び
、
理

解
を
深
め
て
ほ
し
い
」
と
呼
び

か
け
た
。
講
師
は
、
馬
場
安
彦

副
会
長
、
池
川
裕
子
理
事
が
務

め
、
参
加
者
は
熱
心
に
耳
を
傾

け
た
。
終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
は
「
カ
ル
テ
内
容
が
例
示
さ

れ
て
お
り
、
わ
か
り
や
す
い
」

「
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
聞
き
や

す
か
っ
た
」
な
ど
の
言
葉
が
並

ん
だ
。

今
次
改
定
に
伴
う
新
点
数
説

明
会
は
残
り
１
回
。
第
３
回
新

点
数
説
明
会
は
５
月
20
日

㈪
、
同
じ
く
な
か
の
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ

大
ホ
ー
ル
で
開
催
。
６
月
１
日

施
行
に
向
け
、
疑
義
解
釈
や
保

険
請
求
上
の
留
意
点
を
踏
ま
え

た
内
容
を
予
定
し
て
い
る
。
施

行
直
前
の
開
催
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
す
で
に
多
く
の
申
し
込

み
が
あ
る
。
参
加
希
望
の
方

は
、
お
早
め
に
ご
予
約
い
た
だ

き
た
い
。
詳
細
は
５
面
、
も
し

く
は
協
会
ま
で
ご
連
絡
を
（
０

３
―
３
２
０
５
―
２
９
９

９
）。

講師を務めた馬場安彦副会長（左）、池川裕子理事（右）

（ 1） 第６５０号 ２０２４年（令和６年）５月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （昭和55年８月５日第三種郵便物認可）
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低
い
診
療
報
酬
本
体
の

　

改
定
率

　
２
０
２
４
年
度
診
療
報
酬
改

定
は
診
療
報
酬
本
体
が
プ
ラ
ス

０
・
88
％
で
医
療
従
事
者
の
賃

上
げ
対
応
分
を
除
く
と
わ
ず
か

０
・
18
％
の
引
き
上
げ
に
過
ぎ

な
い
。
歯
科
改
定
率
は
プ
ラ
ス

０
・
57
％
で
賃
上
げ
対
応
分
を

除
く
と
、
引
き
上
げ
分
は
前
回

の
プ
ラ
ス
０・29
％
を
下
回
る
。

　
改
定
財
源
の
ほ
と
ん
ど
が
、

医
療
従
事
者
の
賃
上
げ
を
目
的

と
し
て
新
設
さ
れ
た
「
外
来
・

在
宅
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
」

な
ど
に
割
り
振
ら
れ
た
。
こ
の

評
価
料
の
収
入
は
全
額
賃
上
げ

充
当
が
要
件
で
あ
り
、
診
療
報

酬
の
使
途
を
限
定
し
て
い
る
こ

と
は
問
題
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用
促
進
を
主
目
的
と
し
た

「
医
療
情
報
取
得
加
算
」「
医
療

Ｄ
Ｘ
推
進
体
制
整
備
加
算
」
な

ど
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
純
粋
な
診
療
報
酬
の
引
き

上
げ
分
は
さ
ら
に
少
な
い
。
患

者
や
医
療
機
関
の
多
く
が
望
ん

で
い
な
い
マ
イ
ナ
保
険
証
推
進

に
改
定
財
源
を
費
や
さ
れ
た
こ

と
は
歯
科
医
療
自
体
が
軽
視
さ

れ
た
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

継
続
性
が
担
保
さ
れ
な
い

　

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料

　
職
員
の
確
保
、
医
療
従
事
者

と
し
て
の
正
当
な
評
価
の
た
め

に
賃
上
げ
が
必
要
で
あ
る
こ
と

は
医
療
界
の
総
意
で
あ
り
、
賃

上
げ
分
の
収
入
を
職
員
に
支
払

う
こ
と
に
誰
も
異
議
を
唱
え
る

こ
と
は
な
い
。

　
し
か
し
、
対
象
者
や
賃
上
げ

方
法
が
不
明
瞭
な
う
え
、
職
員

全
員
を
賃
上
げ
す
る
た
め
の
原

資
が
担
保
さ
れ
ず
、
次
期
２
０

２
６
年
度
改
定
時
に
賃
上
げ
分

が
確
保
さ
れ
る
保
証
が
な
い
こ

と
は
不
合
理
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
の
対
象
職
員
と
対
象
外
の
職

員
と
の
間
で
不
要
な
摩
擦
が
起

き
る
可
能
性
や
、
患
者
か
ら
会

計
窓
口
で
説
明
を
求
め
ら
れ
る

な
ど
の
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
も

想
像
に
難
く
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
継
続
性
が
担
保

さ
れ
て
い
な
い
財
源
に
加
え
、

煩
わ
し
さ
や
不
安
感
が
強
い
た

め
、
届
出
・
算
定
に
二
の
足
を

踏
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
あ

る
。
賃
上
げ
を
恒
久
的
に
行
う

た
め
の
方
策
を
示
す
べ
き
で
あ

る
。

　

 

複
雑
な
施
設
基
準
の
増
加

  

「
か
か
り
つ
け
歯
科
医
機
能

強
化
型
診
療
所
（
か
強
診
）」

が
廃
止
さ
れ
、「
口
腔
管
理
体

制
強
化
加
算
（
口
管
強
）」
が

新
設
さ
れ
た
。
名
称
が
変
更
さ

れ
た
も
の
の
、
か
強
診
の
施
設

基
準
の
要
件
が
引
き
継
が
れ
、

口
腔
機
能
の
管
理
を
一
部
評
価

し
た
に
過
ぎ
な
い
。
一
方
、
歯

科
外
来
診
療
環
境
体
制
加
算

（
外
来
環
）
は
、
歯
科
外
来
診

療
医
療
安
全
対
策
加
算
（
外
安

全
）
と
歯
科
外
来
診
療
感
染
対

策
加
算
（
外
感
染
）
に
分
離
さ

れ
る
な
ど
、
施
設
基
準
が
増
加

し
複
雑
に
な
っ
た
。

　
ま
た
、
エ
ナ
メ
ル
質
初
期
う

蝕
処
置
、
根
面
う
蝕
処
置
が
、

管
理
料
と
処
置
料
に
改
編
さ
れ

る
な
ど
、
複
雑
な
体
系
と
な

り
、
算
定
要
件
な
ど
の
熟
知
が

求
め
ら
れ
る
改
定
と
な
っ
た
。

　

危
険
な
歯
冠
補
綴
物
の

　

保
険
外
し
、
選
定
療
養
に
反
対

　
ク
ラ
ウ
ン
・
ブ
リ
ッ
ジ
維
持

管
理
料
（
補
管
）
の
対
象
か
ら
歯

科
用
貴
金
属
材
料
（
金
パ
ラ
・

銀
合
金
）
の
単
冠
が
外
れ
、
２

年
以
内
に
再
製
作
が
必
要
に
な

っ
た
場
合
で
も
再
製
作
に
か
か

る
費
用
が
請
求
で
き
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
再
製
作
の
必
要
性

を
判
断
す
る
歯
科
医
師
の
診
断

が
よ
り
重
要
と
な
っ
た
。

　
歯
科
用
貴
金
属
材
料
を
使
用

し
た
歯
冠
補
綴
物
が
補
管
の
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と
は
、

金
属
材
料
を
使
用
し
た
歯
冠
補

綴
物
が
選
定
療
養
の
仕
組
み
に

導
入
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
保

険
外
し
」
に
つ
な
が
る
こ
と
が

危
惧
さ
れ
る
。
保
険
適
用
の
歯

冠
補
綴
物
を
選
定
療
養
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
断
固
反
対
す

る
。

　
今
次
改
定
で
、
先
発
医
薬
品

と
後
発
医
薬
品
の
差
額
の
一
部

を
選
定
療
養
と
し
て
患
者
負
担

と
す
る
取
扱
い
が
10
月
か
ら
施

行
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
撤

回
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
適
応
拡
大
や
要
件
緩
和

　

 

な
ど
評
価
す
べ
き
項
目

　
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
冠
用
材
料

（
Ⅲ
）
の
適
応
拡
大
、
ブ
リ
ッ

ジ
支
台
の
５
番
に
レ
ジ
ン
前
装

金
属
冠
の
適
応
、
接
着
ブ
リ
ッ

ジ
の
支
台
歯
１
歯
の
み
の
延
長

ブ
リ
ッ
ジ
適
応
、
歯
科
訪
問
診

療
１
の
20
分
の
時
間
要
件
撤

廃
、
義
歯
新
製
６
カ
月
以
降
か

ら
義
管
が
算
定
可
能
に
緩
和
、

実
地
指
に
対
す
る
口
腔
機
能
指

導
加
算
の
新
設
、
咀
嚼
能
力
検

査
・
咬
合
圧
検
査
が
６
カ
月
に

１
回
か
ら
３
カ
月
に
１
回
に
要

件
緩
和
、
薬
局
へ
の
情
報
提
供

依
頼
に
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー

ル
が
認
め
ら
れ
、
診
療
情
報
を

医
科
へ
返
書
し
た
場
合
の
算
定

が
可
能
に
、
生
活
歯
髄
切
断
と

抜
髄
を
行
う
際
に
使
用
し
た
麻

酔
薬
剤
料
が
算
定
可
能
に
な
る

な
ど
、
当
協
会
や
全
国
保
険
医

団
体
連
合
会
で
要
望
し
て
い
た

項
目
が
反
映
さ
れ
た
こ
と
は
一

定
評
価
で
き
る
。

　

診
療
報
酬
本
体
の

　

大
幅
な
引
き
上
げ
が
必
要

　
診
療
報
酬
は
公
定
価
格
の
中

で
公
的
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
国
が
医
療
の
質
に
責
任
を

持
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
担

保
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
今
次
改
定
の
改
定

率
で
は
物
価
高
に
も
対
応
で
き

ず
、
歯
科
医
療
の
改
善
の
た
め

の
診
療
報
酬
改
定
が
不
十
分
で

あ
る
。
物
価
高
騰
で
苦
し
い
生

活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
患
者
の

窓
口
負
担
の
軽
減
と
歯
科
医
療

費
の
総
枠
拡
大
、
診
療
報
酬
本

体
へ
の
大
幅
な
改
定
率
の
配
分

を
あ
ら
た
め
て
求
め
る
も
の
で

あ
る
。
国
民
に
必
要
な
医
療
を

提
供
で
き
る
診
療
報
酬
改
定
を

切
望
す
る
。

　
　

  

２
０
２
４
年
４
月
11
日  

　
　

  

２
０
２
４
年
度

 

第
１
回
（
暫
定
）
理
事
会

理事会
声 明 

理
解
が
困
難
な
改
定 

必
要
な
歯
科
医
療

 
が
提
供
で
き
る
改
定
を
切
望
す
る

い
わ
ゆ
る
「
団
塊
の
世
代
」

が
75
歳
を
迎
え
、
約
３
千
500 

万
人
が
後
期
高
齢
者
と
な
る
。

社
会
保
障
費
の
負
担
は
増
加

し
、
少
子
化
の
進
む
日
本
で
は

働
き
手
不
足
な
ど
の
問
題
が
生

じ
る
。
今
次
改
定
は
こ
の
「
2

０
２
５
年
問
題
」
を
迎
え
る
前

の
最
後
の
改
定
で
あ
る
。
さ
ら

に
は
生
産
年
齢
人
口
が
急
激
に

減
少
し
、
85
歳
以
上
の
人
口
が

急
増
す
る
「
2
０
４
０
年
問

題
」
を
見
据
え
、
高
齢
者
に
な

っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生

活
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
さ
ら
な

る
深
化
と
推
進
の
た

め
の
改
定
と
さ
れ
て

い
る
。

今
次
改
定
の
在
宅

歯
科
医
療
に
お
い

て
、
歯
科
訪
問
診
療

料
１
の
20
分
の
時
間

要
件
が
撤
廃
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
診
療
時
間
を
気
に

せ
ず
診
療
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
は
評
価
し
た
い
。
し
か

し
「
単
一
建
物
と
同
一
建
物
の

違
い
」
や
「
医
療
保
険
と
介
護

保
険
と
の
給
付
調
整
」
な
ど
の

煩
雑
な
算
定
方
法
が
歯
科
訪
問

診
療
を
行
う
上
で
大
き
な
弊
害

に
な
っ
て
い
る
。
歯
科
訪
問
診

療
料
４
・
５
の
追
加
に
伴
い
、

人
数
区
分
が
細
分
化
さ
れ
、
よ

り
一
層
、
算
定
方
法
が
煩
雑
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の

改
定
で
歯
科
訪
問
診
療
が
推
進

さ
れ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

る
。

ま
た
、
他
職
種
と
の
連
携
を

推
進
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
他
の

保
険
医
療
機
関
等
か
ら
の
情
報

提
供
に
基
づ
き
、
在
宅
歯
科
医

療
に
係
る
管
理
を
行
っ
た
時
の

評
価
で
あ
る
「
在
宅
歯
科
医
療

連
携
加
算
」
や
介
護
報
酬
に
お

い
て
、
歯
科
医
療
機
関
と
の
連

携
体
制
を
築
く
こ
と
で
介
護
事

業
所
が
算
定
で
き
る
「
口
腔
連

携
強
化
加
算
」
が
新
設
さ
れ

た
。生

活
の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
の
向

上
に
は
、
最
期
ま
で
自
分
の
口

か
ら
栄
養
を
取
る
こ
と
が
欠
か

せ
な
い
。
さ
ら
に
誤
嚥
性
肺
炎

の
予
防
の
た
め
に
は
、
専
門
的

口
腔
ケ
ア
は
も
と
よ
り
、
日
常

的
な
口
腔
ケ
ア
を
実
施
し
、
口

腔
内
を
衛
生
に
保
つ
こ
と
が
必

須
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
口

腔
衛
生
管
理
に
歯
科
医
師
が
積

極
的
に
介
入
し
、
多
職
種
と
の

連
携
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
歯
科
訪
問
診
療
を
行
っ

て
い
た
と
し
て
も
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
や
施
設
職
員
、
栄
養
士
な

ど
の
多
職
種
と
連
携
し
な
い
歯

科
診
療
所
や
歯
科
訪
問
診
療
に

全
く
取
り
組
ま
な
い
歯
科
診
療

所
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
枠
組
み
か
ら
大
き
く
外
れ
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

多
職
種
連
携
の
第
一
歩
と
し

て
、
ま
ず
文
書
を
提
供
す
る
こ

と
か
ら
始
め
、
次
に
顔
の
見
え

る
関
係
を
築
き
、
密
に
患
者
の

情
報
を
共
有
す
る
こ
と
を
心
掛

け
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
歯
科
訪

問
診
療
を
行
っ
た
こ
と
が
な
い

先
生
は
ま
ず
一
度
、
歯
科
訪
問

診
療
に
行
っ
て
み
よ
う
。
体
制

的
に
歯
科
訪
問
診
療
が
難
し
い

の
で
あ
れ
ば
、
歯
科
訪
問
診
療

を
行
う
歯
科
診
療
所
と
の
連
携

を
強
化
す
る
こ
と
で
も
よ
い
。

患
者
を
最
期
ま
で
診
ら
れ
る
よ

う
に
、
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

ほ
し
い
。

　

 

２
０
２
４
年
４
月
25
日

　

 

東
京
歯
科
保
険
医
協
会

　
　
　
　
　

 

地
域
医
療
部

　
 

部
長 

森
元 

主
税

            

地 

域 

医 

療 

部 

長 

談 

話

   

患
者
を

      

最
期
ま
で
診
る
た
め
に

                      

求
め
ら
れ
る
こ
と

２０２４年度診療報酬改定２０２４年度診療報酬改定
在宅医療の主なポイント在宅医療の主なポイント

　歯科訪問診療料１における診療時間20分未満の点数が廃止された。１
人のみの場合は時間要件なく1,100点が算定できる。これに伴い、20分
未満の診療においても歯科訪問診療以降、加算や在宅歯科医療推進加算
の算定が可能になる。レセプトの記載要領には変更はない。歯科訪問診
療料を算定した場合、カルテには以下を記載する。
・訪問診療を行った日付
・実施時刻（開始時刻と終了時刻）
・訪問先名
・患者の状態

　歯科訪問診療については人数の区分が細分化された。

同一の建物に
居住する患者数

点数
20分未満 20分以上

歯科訪問診療料１ １人のみ 1,100点
歯科訪問診療料２ ２～３人 287点 410点
歯科訪問診療料３ ４～９人 217点 310点
歯科訪問診療料４ 10 ～ 19人 96点 160点
歯科訪問診療料５ 20人以上 57点 95点

　歯在管の在宅総合医療管理加算(在歯総医)の対象に、「抗血小板剤投
与中患者、神経難病患者、初診料の(16) のトもしくは(19)に規定する感
染症もしくは感染症を疑う患者」が追加された。外来における歯科疾患
管理料で加算できる総合医療管理加算（総医・50点）では認知症の患者
も対象になるが、在歯総医に関しては対象にならないので注意する。

単一建物診療患者数 改定前 改定後
訪衛指１ １人のみ 360点 362点
訪衛指２ ２～９人 328点 326点
訪衛指３ 10人以上 300点 295点

単一建物居住者の人数 改定前 改定後
歯科衛生士等居宅療養Ⅰ １人のみ 361単位 362単位
歯科衛生士等居宅療養Ⅱ ２人～９人 325単位 326単位
歯科衛生士等居宅療養Ⅲ 10人以上 294単位 295単位

１）歯科訪問診療料

２）歯科疾患在宅療養管理料

　訪問歯科衛生指導料(訪衛指)の点数が歯科衛生士等の居宅療養管理指
導費の単位数と合わせられた。

３）訪問歯科衛生指導料と歯科衛生士等の居宅療養管理指導費

（１）訪問歯科衛生指導料

（２）歯科衛生士等の居宅療養管理指導費

その他、改定の詳細は「2024 年改定の要点と解説」をご覧ください。ま
た、4 月 25 日に行われた在宅医療に関する新点数説明会の動画がデン
タルブック内で 5 月上旬から公開予定です。併せてご覧ください。
デンタルブックのご利用にはアカウント登録が必要です。　－－－→
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【イメージ図：2024年 3月31日までに届出を行っている場合】

６月１日
施　行 ２０２４２０２４年度診療報酬改定情報年度診療報酬改定情報

歯科はこうなる／一問一答と施設基準を解説

（問）ベースアップ評価料において、別表１のミ「その他医療に従事する職
員（医師及び歯科医師を除く。）」とは、具体的にどのような職員か。

（答）別表１のア～マに該当しない職種の職員であって、医療機関又は訪
問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事
しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、
歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助とし
て行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。

（問）歯科外来診療環境体制加算１の届出を行っていた歯科医療機関にお
ける、2024年６月１日以降の歯科外来診療感染対策加算の経過措置
の取扱いについて、どのように考えればよいか。

（答）① 2024年３月31 日時点で歯科外来診療環境体制加算１の届出を行
っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算１を算定する場
合→2024年６月３日までに新施設基準の届出を行う必要はない。こ
の場合においては、2025年６月１日以降も歯科外来診療感染対策加
算１を引き続き算定する場合は、届出を行う必要がある。
② 2024年３月31 日時点で歯科外来診療環境体制加算１の届出を行
っている歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算２を算定する場
合→2024年６月３日までに新施設基準の届出を行う必要がある。な
お、この場合において、経過措置は適用されるが、2025年６月１日以
降においても歯科外来診療感染対策加算２を引き続き算定する場合
は、再度届出を行う必要がある。ただし、新施設基準を全て満たした
上で届出を行った歯科医療機関については、再度届出を行う必要は
無い。
　なお、令和６年３月31日時点で歯科外来診療環境体制加算１の届
出を行っていない歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算１又は
２を算定する場合は、2024年６月３日までに新施設基準の届出を行う
必要がある。ただし、この場合において、経過措置は適用されない。

（問）口腔管理体制強化加算の施設基準において、「歯科疾患の重症化予
防に資する継続管理（エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口
腔機能の管理を含むものであること。）並びに高齢者・小児の心身の
特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」を受講した歯科医師が
求められているが、どのような内容の研修が該当するのか。

（答）「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理（エナメル質初期う蝕管
理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。）並び
に高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」
については、以下の内容をすべて含むものであること。

① う蝕（エナメル質初期う蝕、根面う蝕を含む。）の重症化予防と継続管理
② 歯周病の重症化予防と継続管理
（歯周病安定期治療の考え方を含むものであること。）
③ 以下のいずれか１つ以上の内容を含む口腔機能管理
・ 口腔機能発達不全症
・ 口腔機能低下症
・ 全身的な疾患を有する患者の口腔機能管理等
（ただし、④及び⑤の研修と同内容の研修は認められないこと。）

④ 高齢者・小児の心身の特性
⑤ 緊急時対応

（問）かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行っ
ていた医療機関において、当該施設基準における研修を受講してい
た歯科医師については、口腔管理体制強化加算の施設基準の要件で
追加された根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性についての研修
のうち、既に受講済みの研修に含まれていない内容についての研修
のみを受講することで差し支えないか。

（答）差し支えない。

厚生労働省から６月１日施行の2024年度診療
報酬改定に関する疑義解釈等が通知された。
　今回は、協会に寄せられている質問の中で、
特に多い施設基準の経過措置の考え方やベース
アップ評価料などに対する主な疑義解釈（一部
改変）を紹介する。

【歯科外来・在宅ベースアップ評価料】

【歯科外来診療感染対策加算】

【口腔管理体制強化加算】

【口腔機能指導加算（歯科衛生実地指導料）】

（問）歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算について、「口腔機能の発
達不全を認める患者」又は「口腔機能の低下を認める患者」に対して
指導を行った場合に算定できることとされているが、病名が口腔機
能発達不全症又は口腔機能低下症の場合のみ算定可能なのか。

（答）検査の結果、口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の確定診断に
は至らなかったが、口腔機能管理の必要性があり口腔機能管理を実
施する場合は当該加算を算定可能である。この場合の傷病名は、「口
腔機能管理中」として差し支えない。

厚労省のホームページに「令和６年度診療報酬改定における賃上げ」につ
いての特設ページが開設された。必要となる届出は、関東信越厚生局東京事
務所の専用メールアドレスにExcelファイルを添付し、提出する。なお、メ
ールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面でも
提出ができる。また、対象となる「その他医療に従事する職員」には、「専
ら事務作業…略…を行うもの」は含まれないことが示されている。

2024年３月31日までに歯科外来診療環境体制加算１（外来環１）の届出を
している医療機関等においては、2025年５月31日までに再度届出をすれば良
いことが示された。

口腔管理体制強化加算（口管強）の要件となっている研修内容が明確にな
った。また、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所（か強診）の施設基準
を届け出ている場合には、2025年５月31日までに追加された研修内容（「根
面う蝕の継続管理」、「小児の心身の特性」）のみを受講すれば良いことが示
された。

実地指の口腔機能指導加算（口指導）について、口腔機能発達不全症や口
腔機能低下症の確定診断がなくとも、口腔機能管理の必要性があり、指導を
実施した場合は算定でき、病名は「口腔機能管理中」とすることが示され
た。

なお、今回の診療報酬改定にあわせて、口腔機能低下症や口腔機能発達不なお、今回の診療報酬改定にあわせて、口腔機能低下症や口腔機能発達不
全症等に係る基本的な考え方などが、日本歯科医学会（①～⑦）や日本補綴全症等に係る基本的な考え方などが、日本歯科医学会（①～⑦）や日本補綴
歯科学会（⑧、⑨）より示された。歯科学会（⑧、⑨）より示された。

①入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態
　の評価に関する基本的な考え方
②口腔機能低下症に関する基本的な考え方
③口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方
④口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方
⑤初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方
⑥歯科遠隔連携診療に関する基本的な考え方
⑦歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方
⑧保険診療におけるCAD/CAM 冠の診療指針2024
⑨接着カンチレバー装置の基本的な考え方 
　※右QR：歯科診療に関する基本的な考え方／日本歯科医学会 (jads.jp)

１）外来環１→外安全１、外感染１、外感染２の場合

届出時期
外安全１・外感染１・外感染２

2024年６月１日～算定する
場合

2025年６月１日
～算定する場合

2024年３月31日までに
外来環１の届出を行っ
ている場合

届出不要

（みなし期間のため）
※外感染２
2024年５月２日～６月３日ま
でに届出が必要

再届出が必要

（2025年５月31
日までにすべて
の要件を満た
す）

2024年４月１日～５月１
日の間に外来環１の届
出を行った場合

再届出が必要

（2024年5月２日～６月３日
にすべての要件を満たす）

再届出は不要

2024年５月２日以降に
届出を行う場合

届出が必要

（すべての要件を満たす） 再届出は不要

２）か強診→口管強の場合

届出時期
口管強

2024年６月１日～算定
する場合

2025年６月１日～算定
する場合

2024年３月31日までに
か強診の届出を行って
いる場合

届出不要

（みなし期間のため）

再届出が必要

（2025年５月31日まで
にすべての要件を満
たす）

2024年４月１日～５月
１日の間にか強診の届
出を行った場合

再届出が必要

（2024年5月２日～６月
３日にすべての要件を
満たす）

再届出は不要

2024年５月２日以降に
届出を行う場合

届出が必要

（すべての要件を満たす） 再届出は不要

「みなし期間」が設けられている主な施設基準



経営・税務相談Q＆A

  No.416

６月以降事業主は忘れずに対応を！　定額減税①
６月から2024年分の所得税に定額減税が実施されます。本号では定額減税の基本的な内容を、

６月号では代表的な質問を掲載します。給与の支払いをする方は、必ず対応をしてください。

り、税金が少ない傾向です。そのため
2024年６ 月～ 12月の期間で所得税の減
税額を満額受けきることが難しい場合も
あります。その場合は、年末調整で対応
することとなります。
　定額減税は、今までにない作業となる
ため、事業者の負担がかなり重いものと
なっています。 
　詳しい手順については、国税庁ホーム
ページ(本面上部のＱＲ)に記載されてい
ます。６月の給与の支払いの前に、ご
確認ください。また、個人事業主の先生
も、ご自身の定額減税の手続きが必要で
す。案内は次号に掲載します。

Ａ２　2024年６ 月１ 日以降に支給する
給与／賞与において、源泉徴収額から月
次減税額を可能な限り控除する『月次減
税事務』を行います＜ケース１＞。手順
は以下の通りです。

①控除対象者の確認
②各人別控除事績簿（※1）の作成
③月次減税額の計算
④給与等支払い時の月次減税の控除
⑤控除後の事務（※2）
※1 国税庁ホームページにひな形あり。作成は義 
　   務ではない。
※2 給与明細への表示作業、源泉納付書の作成など。

Ａ１ 急激な物価高騰による家計負担を
軽減するため、「令和６年度税制改正の
大綱」に盛り込まれました。納税者本人
と扶養家族を対象に、所得税３万円・
住民税１万円の計４万円を定額減税し
ます。今回は、所得税の定額減税につい
てのみ解説します。なお、住民税の定額
定額減税の対象者 2024年分所得税の納税者である居住者で、2024年分の所得税に係る合

計所得金額が1,805 万円以下である人

対象となる所得税 2024年分所得税

定額減税額 ① 本人（居住者に限る） 30,000 円 
② 同一生計配偶者又は※扶養親族（いずれも居住者に限る。）１人に
　 つき 30,000 円

※ 扶養親族とは、収入が給与のみで給与収入が103万円以下の場合

減税は2024年度分住民税決定通知書に反
映されるため、これに従い対応します。
事業主は、専従者や従業員へ給与を支払
う場合に源泉徴収額から定額減税分を控
除することで、個人の負担を軽減します。
６月分の給与・賞与支払いより対応を
行います。

      ＜ケース１＞

　　　　　　　　　　給与30万円 賞与60万円(６月支給)
　　　　　　　　　　扶養家族なしのスタッフ
　　　　　　　　　　定額減税額　30,000円　Ⓐ-1
　　　　　　　　　　所得税：　　給与分  6,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　賞与分13,000円
　　※金額はわかりやすくするため概算としています。

　　　　　　　　　　給与30万円 賞与60万円(
　　　　　　　　　　扶養家族なしのスタッフ
　　　　　　　　　　定額減税額　30,000円　Ⓐ-1
　　　　　　　　　　所得税：　　給与分  6,500円
　　　　　　　　　　　　　　　　賞与分13,000円

        ＜ケース２＞

　　　　　　　　　　給与 50万円
　　　　　　　　　　賞与100万円
　　　　　　　　　　　(６月・12月支給)
　　　　　　　　　　本人＋扶養家族２人

国税庁特設サイト

　なお、④給与等支払い時の月次減税の
控除の際に、同じ月に給与も賞与も支給
する場合は、まず先に支給する方で控除
します。控除しきれない場合は、減税額
に達するまでその後に支給する方、もし
くは次月以降に月次減税事務を行います。

　定額減税額　90,000円(30,000円×３人分)
　所得税：　　給与分10,000円
　　　　　　　賞与分20,000円
※金額は、わかりやすくするため
　概算としています。　

Ａ３　スタッフの扶養家
族が２ 名の場合＜ケー
ス２ ＞、スタッフ本人
と合わせて３ 人分の減
税となります。従って、
３万円×３名＝９万円
の所得税の定額減税とな
ります。扶養家族がいる
場合は扶養控除等があ

（ 4）第６５０号東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 （毎月１回１日発行）２０２４年（令和６年）５月１日 （第三種郵便物認可）

ホームページアドレス e-mailhttps:／／www.tokyo-sk.com／ info@tokyo-sk.com

ＱＱ１１　今回の定額減税実施の主旨は？　今回の定額減税実施の主旨は？

月
次
繰
越
額

6月賞与 6月給与 6月賞与6月給与

【控除しきれる場合】 【控除しきれない場合】

控除しきれない部分

順
次
控
除

控除前の源泉徴収税額

全
額
を
控
除

減税のイメージ

ＱＱ３３　スタッフの扶養家族が　スタッフの扶養家族が３３名の場合はどうなるのか。名の場合はどうなるのか。

処理月
所得税額

減税額 納付する
所得税額

累計減税額 次月に繰越す
減税残額給与分 賞与分 合計税額

６月 10,000円 20,000円 30,000円 30,000円 0円 30,000円 Ⓐ-2 60,000円（7月へ繰越し）

７月 10,000円 － 10,000円 10,000円 0円 40,000円 Ⓐ-3 50,000円（8月へ繰越し）

８月 10,000円 － 10,000円 10,000円 0円 50,000円 Ⓐ-4 40,000円（9月へ繰越し）

９月 10,000円 10,000円 10,000円 0円 60,000円 Ⓐ-5 30,000円（10月へ繰越し）

10月 10,000円 10,000円 10,000円 0円 70,000円 Ⓐ-6 20,000円（11月へ繰越し）

11月 10,000円 10,000円 10,000円 0円 80,000円 Ⓐ-7 10,000円（12月へ繰越し）

12月 10,000円 20,000円 30,000円 10,000円 20,000円 90,000円 Ⓐ-8        0円（減税終了）
（Ⓐ-1）－（Ⓐ-2）－（Ⓐ-3）・・・＝ゼロになるまで引き続ける
　12月処理でも繰越しが出た場合は、年末調整事務で減税を行う

ＱＱ２２　実施方法はどのようなものか。　実施方法はどのようなものか。

処理月
所得税額

減税額 納付する
所得税額

累計減税額 次月に繰越す
減税残額給与分 賞与分 合計税額

６月 6,500円 13,000円 19,500円 19,500円 0円 19,500円 Ⓐ-2 10,500円（7月へ繰越し）

７月 6,500円 － 6,500円 6,500円 0円 26,000円 Ⓐ-3 4,000円（8月へ繰越し）

８月 6,500円 － 6,500円 4,000円 2,500円 30,000円 Ⓐ-4 0円　　（減税終了）

（Ⓐ-1）－（Ⓐ-2）－（Ⓐ-3）・・・
　　　　＝ゼロになるまで引き続ける

 

  

協会の顧問弁護士と顧問税理士が回答いたします。 

（相続、賃借契約のトラブル、記帳や仕分け方法など何でもご相談ください） 
 

日日  時時：：５月 16 日（木） 午後 2 時～5 時 

定定  員員：：６名（各３名。相談時間は 1 人 1 時間以内） 

場場  所所：：東京歯科保険医協会 会議室 

要要予予約約：：03－3205－2999（担当：経営管理部） 

※予約は、受付順とさせていただきます。 

 

無料相談トトララブブルル対対策策はは早早めめのの対対応応ががポポイインントト  

法法律律相相談談、、経経営営＆＆税税務務相相談談  

No9 公共・広域法人営業部 _ 東京歯科保険医新聞 _220404

大樹生命保険株式会社
公共・広域法人営業部 

〒100-8123 東京都千代田区大手町 2-1-1  
TEL:03-6831-8840 

https://www.taiju-life.co.jp/



第３回新点数説明会 テーマ：保険請求時の留意点
疑義解釈や記載要領等を含め、６月からの保険請求の際の注意点を解説します

５/20月 18:30 ～ 21:00（予定）
　　　　　　　　　　　開場・協賛社による展示会：16：30～
会場：なかの ZERO 大ホール （定員： 1,292 人）

診療報酬改定の実施時期が診療報酬改定の実施時期が２０２４２０２４年度から年度から６６月施行に変更されました。月施行に変更されました。
協会は診療報酬改定に伴い、新点数説明会を開催します。協会は診療報酬改定に伴い、新点数説明会を開催します。

ご予約はコチラご予約はコチラ

参加にあたり参加にあたり
・右のQRからお申し込みください。
・説明会当日のライブ配信はありません。
・参加費：会員証１枚につき１名無料、２人目以降は１名につき1,000円
・ゴールド色の会員証を必ずご持参ください。入場時に必要です。
・複数人でご参加の場合は、必ずみなさまお揃いの上ご入場ください。

☞☞

未入会員の方のご参加未入会員の方のご参加
・未入会者1名につき30,000円でご参加いただけます。
・当日入会も承ります。
・できるだけ事前入会をお勧めします。
・連絡先：03－3205－2999（組織部）

会場アクセス会場アクセス 
【第３回新点数説明会 会場】

なかのZERO大ホール（住所：中野区中野2-9-7）
東京メトロ東西線、JR中央線「中野駅」（南口）徒歩８分

協賛社一覧協賛社一覧　（五十音順）
　会場に展示ブース設置！会場に展示ブース設置！

株式会社アキラックス、株式会社ウィルアンドデンターフェイス、OEC株式会社、サンシステム株式会社、サンメディカル株式会社、株式会社ジーシー、
デンタルシステムズ株式会社、株式会社トクヤマデンタル、パナソニック株式会社、株式会社ミック、株式会社モリタ、株式会社ヨシダ

「2024年改定の要点と解説」 を持参ください！「2024年改定の要点と解説」 を持参ください！
会場でもご購入いただけます（1冊2,000円（税込））。

（ 5） 第６５０号 ２０２４年（令和６年）５月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （第三種郵便物認可）

保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918

　今年度の新規個別指導は４月から行われ、開業後、概ね半年～８カ月
以内の医療機関が選定されました。指導対策は通知が届く前の早い段階
で準備を進めることが最も大切です。講習会では、年間100件を超える相
談を基に、指導で指摘されやすい事項を含め、保険診療の基本的なルー
ルやカルテ記載、請求方法、自費と保険の考え方を丁寧に解説します。
もちろん６月施行の診療報酬改定も踏まえた内容となっております。
　これから開業を検討しておられる先生や勤務医の先生にも、ぜひご参
加いただきたい講習会です。

日　時　７月７日（日）正午～午後５時（予定）
講　師　協会講師団（歯科医師）
会　場　ワイム貸会議室高田馬場４F（＊2）
定　員　50名
対　象　歯科医師
参加費　会　　員：13,000円
　　　　未入会員： 30,000円
予　約　右のQRからお申し込みください。
担　当　組織部

新規開業医講習会 新規開業医講習会 

予約フォーム

研究会・行事ご案内研究会・行事ご案内
＊１　東京歯科保険医協会：新宿区高田馬場１－29－８ いちご高田馬場ビル６階　

交　通　JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」（戸山口）より徒歩３分
 　　　　東京メトロ東西線「高田馬場駅」（３番出口）より徒歩５分

＊2　ワイム貸会議室高田馬場：新宿区高田馬場１－29－9 TDビル （交通は上記「＊１」と同じ）
＊3　Web開催・配信はＺoomウェビナーを使用します。

　予防歯科といえば、スウェーデンが真っ先に取り上げら
れるのはなぜなのでしょう？　なぜアメリカではない？　
なぜ日本ではない？　そういうスウェーデンも、20世紀中
頃は世界でもっともむし歯の多い国の一つでした。その歴
史を辿り、現在の取り組みを紐解くことで、日本の健口寿
命を延ばすヒントになると期待して、歯を失う病気を征服
するポイントを交えて、スウェーデンの予防歯科の具体的内容および、
その柱となっている科学的エビデンスのお話しをいたします。

日　時　７月27日（土）午後１時～３時30分
講　師　西　真紀子氏
　　　　（NPO法人「科学的なむし歯・歯周病予防を推進する会」理事長
会　場　東京歯科保険医協会会議室（Web併用）（＊1･3）
定　員　会場70名（Web500名）
参加費　会場・Webとも無料
予　約　右のQRからお申し込みください。
担　当　「保険でよい歯を」東京連絡会担当 予約フォーム

「保険でよい歯を」 東京連絡会 2024講演会

「予防先進国スウェーデンに学ぶ！　　
　　健口寿命を延ばす3つのポイント」

第 1 回ドクター・スタッフ講習会第 1 回ドクター・スタッフ講習会 接遇講習会 接遇講習会
「クレームを大きくしない 3 つの極意」

　医院の評価を下げる口コミサイトのコメントに困っていませ
んか。昨今、口コミサイトに悪口を書かれたと、ご相談を受
けることが少なくありません。個人を特定できないのをいい
ことに、悪意に満ちたコメントを見かける機会も増えました。
誹謗中傷をのぞくと書き込まれたコメントは２つに大別さ

れます。「直接、クレームは言わずに黙って書き込む」と「直
接、クレームは言ったが、気持ちが治まらず書き込む」で
す。後者については、クレーム応対の仕方により、むしろ良好な関係を築
くことも可能です。決して難しいことではありません。しかし、できてい
ないのが現状です。
　そこで今回は、たった３つのことを実践するだけで、クレームを大きく
しない方法をお伝えします。ご聴講いただく皆様にとって、本講演が明日
からの一助になることを願います。

日　時　６月５日（水）午後６時30分～８時30分
講　師　久保  佳世子 氏（㈱マナーズエッセンス代表）
＜略歴＞ 1989年 株式会社大丸入社（現大丸松坂屋百貨店）

2001年 人材派遣会社勤務・人材教育会社勤務
 2007年 株式会社ユニクロ教育チーム在籍

2009年 独立起業し歯科スタッフ教育「エッセンス」をはじめる
 2023年 株式会社マナーズエッセンス法人化

会　場　ワイム貸会議室高田馬場（＊2）
定　員　70名
参加費　会員証1枚につき１人無料、同伴者１名につき
  1,000円（※当日参加も可能）
予　約　右のQRからお申し込みください。
担　当　経営管理部 予約フォーム

第39回医療研究フォーラムが、愛媛県松山市のANAクラウンプラザホ
テル松山で開催されます。
　メインテーマは、「白衣にヒューマニズムを 時代に聴診器を～せっか
くやけん　道後温泉におはいりなもし～」です。
　つきましては、分科会・ポスターセッションの演題を以下の通り募集
いたします。例年通り、６テーマの分科会とポスターセッション、各15
演題、合わせて105演題を募集します。演題発表にご協力いただける先生
を募集しています。必要事項を記載の上、QR（演題申込）からお申し込
みください。必要な条件を満たせば、協会規定に沿って、参加費・交通
費等を協会負担とさせていただきます。
　詳細はＱＲ（募集要項の詳細）からご確認ください。

日　　時　９月22 日（日・祝）午後３時～翌23日（月・振替休日）正午
会　　場　ＡＮＡクラウンプラザホテル松山　愛媛県松山市1-3-2-1
メインテーマ　「白衣にヒューマニズムを 時代に聴診器を」
　　　　　　　　～せっかくやけん 道後温泉におはいりなもし～
開催趣旨　開かれた医療研・市民参加、会員医師・歯科医師と
　　　　　コ・メディカル等の演題発表
主務協会　愛媛県保険医協会
主　　催　全国保険医団体連合会
参 加 費　演題発表者には規定により費用の補助があります。
規　　模　300人（予定）（Web参加含む）
募集締切　５月25日（土）（１次締切）

第39回保団連医療研究フォーラム第39回保団連医療研究フォーラム

分科会・ポスターセッション演題募集 分科会・ポスターセッション演題募集 

募集要項の詳細

演題申込
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療時間の延長や日曜診療を提案したり、少し心が揺れていた気がします。

昌也：その気持ちは理解できましたが、「ちょっと待って」と声をかけ
ました。今は若いから良いけど、診療時間を延ばしたりするのは年を取
ればだんだんときつくなる。自分の体やプライベート、家族サービスも
大切にして「今のペースで続けたほうが良い」と、自身の経験をもとに
助言しました。

無借金で承継を―内なる父の思い…無借金で承継を―内なる父の思い…

―その後、実際に院長を交代してみてどうでしたか。

昌也：診療以外の経営まわりのことをすべて一任しました。スタッフの
採用面接などもすべて息子が担当しましたし、一切口を出しませんでし
た。医院経営は大変だったと思いますが、そういうことが好きなタイプ
に見えましたね。

光子：やっぱり医院に親がいる
のは照れくさいじゃないです
か。そんな時に夫が骨折して、
コロナ禍も相まって医院を訪れ
る頻度が減りました。スタッフ
さんに聞くと、息子が「変わっ
た」と言うんです。仲の良い親
子とはいえ、父の目もなく自分
の思い通りにできるとなると、
良い意味で気持ちの変化もあっ
たんだと思いますね。

―引き継ぎにあたり一番大切にされたことは。

昌也：医院には借金が残っていました。息子に引き継ぐにあたり、どう
にかしてこれをゼロにしたかった。親子でなくても、やはりお金は一番
問題になる部分。私は私、息子は息子と切り分けて、妻と協力してなん
とか借金を完済することができました。

光子：子どもに対する思いは、人一倍強い夫です。息子の夢を絶つよう
なことはしたくないと、持病の詳しいことは子どもたちが学生のうちは
伏せておきました。長男の学費や次男の留学、出費がかさむ時期だった
けど、子どものためなら不思議となんとでもなるんですよね。

昌也：考え方は人それぞれですが、自分でたくさんのお金を抱え込む
と、やはりトラブルが起きてしまうのかなと。私の人生観としては、死
ぬ時にお金を持っていけるわけではないから、自分が生活できる程度で
お金を持ちつつ、あとは家族に分け与えていきたいと思います。前はマ
ンションに住んでいましたが、ライフステージに合わせて住むところを
移していくなど、そうした人生設計を描きながら過ごしてきました。

（つづく）
後編は、「助けられた」と語る協会との関わりについてお届けするー。

退き際の思考 退き際の思考 歯科医師をやめる歯科医師をやめる

「息子の方が優れていた」親心溢れる父の“潔さ”「息子の方が優れていた」親心溢れる父の“潔さ”
幼少期から育んだ信頼関係で医院託す幼少期から育んだ信頼関係で医院託す

石田 昌也さん（石田歯科医院副院長）ー前編ー
　歯科医師としての“引退”に着目した本企画。すでに歯科医療の第一　歯科医師としての“引退”に着目した本企画。すでに歯科医療の第一

線を退いた先生にお話しを伺い、引退を決意した理由や、医院承継、閉線を退いた先生にお話しを伺い、引退を決意した理由や、医院承継、閉

院の苦労などを深堀りする。今回は、杉並区上荻にある石田歯科医院院の苦労などを深堀りする。今回は、杉並区上荻にある石田歯科医院

の副院長、石田昌也先生。の副院長、石田昌也先生。１９７５１９７５年に開業し、“地域に根ざした歯医年に開業し、“地域に根ざした歯医

者”を目指し、患者から親しまれる歯科医院を一代で築いた。者”を目指し、患者から親しまれる歯科医院を一代で築いた。２００９２００９

年に長男の博也先生と院長を交代し、現在は副院長として医院経営を年に長男の博也先生と院長を交代し、現在は副院長として医院経営を

支える。持病と闘いながらも「悔いがない」と語る歯科医師人生や、親支える。持病と闘いながらも「悔いがない」と語る歯科医師人生や、親

子間の医院承継に大切なことなどについて、妻の光子さんとともに回子間の医院承継に大切なことなどについて、妻の光子さんとともに回

顧していただき、前後編顧していただき、前後編２２回に分けて連載する。回に分けて連載する。

―歯科医師として、一線を退こうと思ったきっかけは。

昌也先生（以下、昌也）：長男が歯科医師になり、静岡で勤務医として
５年間働きました。その後、東京に戻り、一緒に診療をはじめて２年ほ
ど経った頃です。私自身は、開業した時から一代限りで閉院しても構わ
ないと考えていましたが、息子の治療や患者さんへの対応を見て、「こ
れなら息子一人でやっていける」と思い、引退を考えました。私は30年
あまり前から持病があり、通院しながら診療にあたっていたこともあっ
たので、少しずつ現役を退いていく方向を考え始めましたね。

―引き継ぎにあたり、準備はどのように進めましたか。

昌也：２年ほどかけて管理者や開設者、その他金融機関や労務関連など
さまざまな変更手続きをしましたが、「メインバンクだけは変えないよ
うに」と、息子に伝えていました。これまで長年続いてきた銀行との信
頼関係をそのまま維持することで、医療機器の入れ替えなど大きな出費
への備えにもなりますし、今後の医院経営を見据えても、息子自身にと
っても良いことだと考えたからです。

―当初、息子さんと一緒に診療に携わってみていかがでしたか。

昌也：今まで通っていた患者さんは私が、新患はすべて息子が診るよう
にしました。そうすることで、患者さんを引き継ぐ苦労がありません
し、患者さんを取り合うようなこともなかったです。技工の模型や治療
の技術を見ても息子の方が技術的に優れていて、静岡でしっかり経験を
積み、勉強してきたことがわかりました。相性の問題もあり、歯科技工
所は自分がやりやすい取引先に変えていましたが、治療内容で揉めるよ
うなことはありませんでしたし、仕事に限らず、子どもと争ったことが
ありません。

―昔から親子関係を大切されてきたのでしょうか。

光子さん（以下、光子）：子どもが小さい時から、夏休みに夫が計画を
立てて、必ず家族旅行に出かけていました。２人の息子が高校を卒業す
るまで続きましたが、朝からテニスにプールと、いろんなことを楽しみ
たい夫に対し、宿でのんびりしたい子どもたちが初めて「なぜ予定を決
められなきゃいけないのか」と反抗したんです（笑）。“争う”といえば
そのくらいだったしょうか。

昌也：今でも息子家族と定期的に会食をして、良い親子関係ができてい
ます。同じ仕事を引き継ぐからこそ、親子関係は大切だと思います。息
子同士も大きな喧嘩をしたことがないし、未だに仲が良く、互いを認め
合っています。

―信頼関係を軸に、院長交代まで順調に準備が進んだようですね。

光子：ただ最初のうち、息子は自分が担当する患者さんがいなかったの
で、ギャップを感じたみたいです。「ほかでバイトをしよう」とか、診

医院経営をともに支えた光子夫人

e-mailhttps:／／www.tokyo-sk.com／ info@tokyo-sk.com

発
送
は
６
月
末
頃

今
回
の
診
療
報
酬
改
定
は
、
６
月
施
行
で

す
。「
歯
科
保
険
診
療
の
研
究
（
２
０
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年
６
月
版
）」
は
、
６
月
末
頃
に
会
員
の
先

生
方
に
無
料
で
１
冊
お
送
り
す
る
予
定
で

す
。
お
手
元
に
届
く
ま
で
、
し
ば
ら
く
お
待

ち
く
だ
さ
い
。
そ
れ
ま
で
は
現
在
お
手
元
に

あ
る
「
２
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２
４
年
改
定
の
要
点
と
解
説
」

（
紫
色
の
表
紙
）
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

２０２４年６月版
「歯科保険診療の研究」

※
表
紙
イ
メ
ー
ジ

　協会が、本年３月26日に開催した第１回新点数説明
会に合わせ、保団連編集の「2024年改定の要点と解
説」を全会員に送付しました。本書の訂正箇所を保団
連ホームページで公開し、随時更新しています。
　ぜひ、左のＱＲから保団連ホームページにアクセス
いただき、本書の正誤表を適時チェックください。

「2024年改定の要点と解説」

正誤表は随時更新中正誤表は随時更新中

ぜひチェックをぜひチェックを

保団連ホームページ
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保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918

「オンライン資格確認　　　　　　　　　等請求訴訟」格確認　　　　　　　　　等請求訴訟」格確認　　　　　　　　　等請求訴訟」義務不存在確認

東京保険医協会 訴訟ワーキンググループ原告団事務局長
いつき会ハートクリニック 佐藤 一樹

第 1回 確認訴訟：提訴の決意と弁護団結成第 1回 確認訴訟：提訴の決意と弁護団結成

１
　
提
訴
の
決
意

２
０
２
１
年
８
月
、
健
康
保
険
法
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

が
追
加
さ
れ
、
国
民
が
医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
に
は
、
健
康
保
険
証
か
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
い
ず
れ
か
任
意
の
方
法
で
資
格
確
認
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
２
０
２
２
年
８
月
24
日
、
厚
生

労
働
省
と
三
師
会
が
合
同
開
催
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
ウ
ェ
ブ
説

明
会
で
、
保
険
局
医
療
介
護
連
携
政
策
課
長

は
、「
厚
生
労
働
省
令
〔
同
年
９
月
５
日
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
療
担

規
則
）〕
に
よ
り
２
０
２
３
年
４
月
１
日
か
ら

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
義
務
化
さ
れ
る
。
医

療
機
関
が
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
し
な

い
場
合
、
療
担
規
則
違
反
に
な
る
。
療
担
規
則

に
違
反
す
る
こ
と
は
、
保
険
医
療
機
関
の
指
定

取
消
し
事
由
に
な
る
」
旨
を
発
言
し
た
。

法
令
に
な
い
「
指
定
取
消
し
」
を
錦
の
御
旗

に
し
て
の
脅
し
だ
。
国
を
提
訴
し
、
司
法
の
場

で
違
法
性
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
私
た
ち
は
決

意
し
た
。

２
　
日
本
の
弁
護
士
「
い
の
一
番
」

国
民
が
国
な
ど
の
公
権
力
を
相
手
に
起
こ
す

行
政
訴
訟
は
、
原
告
勝
訴
率
が
数
％
の
難
関

だ
。
例
え
ば
「*

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
違
憲
訴

訟
」
は
全
国
８
カ
所
で
提
訴
さ
れ
、
す
べ
て
敗

訴
し
た
。
勝
訴
の
た
め
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
評
判

の
良
い
弁
護
士
だ
と
言
わ
れ
て
い
て
も
、
行
政

訴
訟
で
勝
訴
実
績
が
な
い
の
な
ら
頼
ま
な
い
。

私
た
ち
の
行
政
訴
訟
は
、
２
種
類
あ
る
当
事

者
訴
訟
の
う
ち
「
確
認
訴
訟
」
に
分
類
さ
れ

る
。
確
認
訴
訟
は
２
０
０
５
年
４
月
１
日
施
行

「
平
成
16
年
改
正
『
行
政
事
件
訴
訟
法
』」
で

初
め
て
「
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
す
る
確
認

の
訴
え
」
と
条
文
化
さ
れ
た
。
同
年
９
月
14

日
、
最
高
裁
大
法
廷
で
新
法
施
行
後
、
確
認
訴

訟
で
は
最
初
の
原
告
勝
訴
判
決
が
出
た
。「
在

外
日
本
人
選
挙
権
剥
奪
違
法
確
認
等
事
件
」
で

あ
る
。
こ
れ
が
、
国
民
の
権
利
利
益
の
実
効
的

救
済
を
図
る
上
で
、
確
認
訴
訟
の
活
用
の
有
効

性
を
示
す
嚆こ
う
し矢

と
な
っ
た
。
憲
法
訴
訟
・
行
政

訴
訟
の
歴
史
に
燦さ
ん
ぜ
ん然

と
輝
く
こ
の
訴
訟
の
弁
護

団
長
が
自
由
人
権
協
会
代
表
理
事
の
喜
田
村
洋

一
先
生
で
あ
る
。

当
時
、
朝
日
新
聞
は
１
面
に
連
載
「
日
本
の

弁
護
士
」
を
開
始
し
、
い
の
一
番
に
喜
田
村
先

生
を
選
ん
だ
。
刑
事
事
件
で
は
数
々
の
無
罪
を

勝
ち
取
り
、
日
本
の
民
事
名
誉
毀
損
裁
判
の
規

準
を
創
り
、
憲
法
訴
訟
で
は
有
名
な
「
レ
ペ
タ

訴
訟
」
も
担
当
し
た
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ダ
ー
で
あ

る
。
２
０
２
２
年
９
月
、
東
京
保
険
医
協
会
理

事
会
で
私
は
「
こ
の
行
政
訴
訟
の
主
任
弁
護
士

は
喜
田
村
先
生
し
か
い
な
い
」
と
主
張
し
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

弁
護
団
に
は
、
在
外
日
本
人
選
挙
権
剥
奪
違

法
確
認
等
事
件
で
喜
田
村
先
生
の
右
腕
だ
っ
た

二
関
辰
郎
先
生
も
入
り
、
牧
田
潤
一
朗
先
生
、

小
野
高
広
先
生
の
４
人
体
制
と
な
っ
た
。
全
員

が
自
由
人
権
協
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

３
　
私
た
ち
の
訴
え

２
０
２
３
年
２
月
22
日
の
第
一
次
提
訴
か
ら

第
三
次
提
訴
ま
で
に
原
告
は
１
千
415
人
と
な
っ

た
。な
お
、当
時
、健
康
保
険
証
の
廃
止
は
立
法

化
さ
れ
て
お
ら
ず
、訴
訟
外
の
事
案
で
あ
る
。

私
た
ち
の
訴
え
の
柱
は
、以
下
の
２
本
で
あ
る
。

（
１
）
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
の
な
い
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
患
者
か
ら
電
子
資
格
確
認
に

よ
り
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
、
①
電
子
資
格
確
認
に
よ
っ
て
療
養

の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
義
務
が
な
い
こ
と
、
②
電
子
資
格
確
認
に
よ

っ
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
こ
と

の
確
認
が
で
き
る
よ
う
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
体

制
を
整
備
す
る
義
務
が
な
い
こ
と
を
い
ず
れ
も

確
認
す
る
こ
と
。

（
２
）「
違
憲・違
法
な
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を

義
務
化
し
た
療
養
担
当
規
則
の
制
定
や
関
連
す

る
政
府
の
動
き
の
た
め
、保
険
医
療
機
関
の
閉

鎖
を
含
め
た
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
可
能
性

な
ど
、自
己
の
職
業
活
動
、そ
の
継
続
に
対
す
る

不
安
の
た
め
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
こ
と
」
に

対
し
、各
原
告
に
、金
10
万
円
を
支
払
え
。

重
要
な
こ
と
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
自

体
に
は
反
対
し
て
な
い
点
だ
。

一
方
、
政
府
発
表
の
「
経
済
財
政
運
営
と
改

革
の
基
本
方
針
２
０
２
２
（
骨
太
方
針
２
０
２

２
）」「
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
関
す
る
工
程
表
」

で
は
、
情
報
保
護
の
安
全
性
に
問
題
が
あ
る
。

こ
の
前
提
と
な
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
つ

い
て
、
十
分
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
し
な
い
ま

ま
、
違
法
な
省
令
に
よ
っ
て
、
保
険
医
に
対
し

強
権
的
に
「
義
務
づ
け
」
し
た
こ
と
に
つ
い
て

訴
え
て
い
る
。

（
つ
づ
く
）

　オンライン資格確認を療養担当規則で原則義務化するのは違憲だ―。

全国の医師・歯科医師ら1,415人が、義務の無効確認などを国に求めた訴訟

が現在も続く。今回から複数号にわたり、訴訟ワーキンググループの原告

団事務局長で、東京保険医協会理事の佐藤一樹氏（いつき会ハートクリニ

ック）に、訴訟の現状と今後の行方を展望していただく。

弁護団長を務めるのは、数多くの実績を持つ喜田村洋一弁護士

記者説明会でマイクを握る筆者
手元には常に膨大な資料が用意されている

第１回口頭弁論後の記者会見、全国紙、キー局など多くのメディアが取材した

１９９１年３月、国立山梨医科
大学医学部卒業。同年４月、東
京女子医科大学日本心臓血圧研
究所循環器小児外科入局。１９
９９年４月同科助手。２００９年
１２月、いつき会ハートクリニ
ック理事長・院長。専門は心臓
血管外科、小児心臓外科。学位
：医学博士。著書に「医学書院 
医学大辞典」（第2版）医学書
院（２００９年）他、多数。

profile

* =

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
侵
害
し
、

違
憲
で
あ
る
な
ど
と
し
て
仙
台
、新
潟
、金
沢
、名
古
屋
、東

京
、神
奈
川
、大
阪
、福
岡
の
各
地
で
行
わ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
関
連
の
訴
訟

訴訟の関連資料を
こちらのQRから
ご覧になれます

各共済制度の詳細は、本紙同封のチラシをご覧ください。

ググルルーーププ生生命命保保険険

①無理のない掛金で大きな保障。最高金額5,000万！

②1年更新で、保障の見直しが毎年可能！

③余剰金が生じた場合には、配当金としてお返しします！

保保険険医医休休業業保保障障共共済済保保険険

①自宅療養でも、代診をおいても給付！ 入院は1日目から給付！

②通算500日の給付日数の範囲内なら、再発や後遺症にも何度でも給付！

③拠出金（保険料）は加入時のまま上がらず、掛け捨てではありません！

保保険険医医年年金金

①増口・受給時の自在な積み立て。減口・払込中断にも対応！

②いつからでも受取可能＆受給時に受取方法を選択できる！

③予定利率1.202％。創設以降、積立額が削減されたことはありません！



　３月 27 日付で厚労省からカルテおよびレセプトに使用できる略称が公表された。本紙では、主に新設された略称を中心に掲載する。

※その他の詳細はデンタルブックをご覧ください。
　ご利用にはユーザー登録が必要です

１）麻酔薬剤の点数

麻酔薬剤 Ct×1 Ct×2

OA＋オーラ注歯科用カートリッジ1.0ml 10点 18点

OA＋オーラ注歯科用カートリッジ1.8ml 11点 19点

OA＋キシレステシンA注射液 10点 18点

OA＋歯科用キシロカインカートリッジ 10点 18点

OA＋スキャンドネストカートリッジ3％ 19点 36点

OA＋歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ 10点 17点

２）歯周病処置（P処）に使用する特定薬剤の点数

特定薬剤 １シリンジ ２シリンジ

ペリオクリン歯科用軟膏 53点 107点

ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏２％ 49点 98点

協
会
活
動
日
誌
　
２
０
２
４
年
４
月

  1  月　居宅同意取得型解説動画撮影

  2  火　第1回広報・ホームページ部会

  3  水　第1回経営管理部会

  4  木　第1回財政部会

  5  金　第1回総務会議

  8  月　第1回地域医療部会

  9  火　第1回共済部会

10  水　第1回医事相談部会

11  木　第1回（暫定）理事会

16  火　第1回社保･学術部会

17  水　休保審査会（東京）、第1 回

　　　院内感染防止対策講習会

18  木　会員無料相談デー、監事打合せ

19  金　第1回政策委員会

23  火　第2回財政部会

24  水　第1回組織部会

25  木　新点数説明会、国会内集会

26  金　第2回（暫定）理事会

27  土　休保審査会（全国）

2024年6月

２０２４年度６月施行診療報酬改定
カルテおよび レセ プ ト に使用できる略称 （抜 粋 版 ）

区分 項　　目 略　　称

基
本
診
療
料

医療情報取得加算１ 医情１
医療情報取得加算２ 医情２
医療ＤＸ推進体制整備加算 医ＤＸ
情報通信機器を用いた初診 情初診
情報通信機器を用いた再診 情再診
歯科診療特別対応加算１ 特１
歯科診療特別対応加算２ 特２
歯科診療特別対応加算３ 特３
歯科外来診療医療安全対策加算１ 外安全１
歯科外来診療感染対策加算１ 外感染１
歯科外来診療感染対策加算２ 外感染２

医
学
管
理
等

小児口腔機能管理料（情報通信機器を用いた場合） 情小機能
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔機能体制強
化加算

口管強

口腔機能管理料（情報通信機器を用いた場合） 情口機能
周術期等口腔機能管理料（Ⅳ） 周Ⅳ
回復期等口腔機能管理計画策定料 回計
回復期等口腔機能管理料 回管
根面う蝕管理料 根Ｃ管
エナメル質初期う蝕管理料 Ｃｅ管
口腔機能指導加算 口指導
歯科特定疾患療養管理料
（情報通信機器を用いた場合）

情特疾管

歯科遠隔連携診療料 歯遠隔
診療情報等連携共有料１ 情共１
診療情報等連携共有料２ 情共２

在
宅
医
療

歯科訪問診療４ 歯訪４
歯科訪問診療５ 歯訪５
在宅医療ＤＸ情報活用加算 在ＤＸ
複数名訪問歯科衛生指導加算 複訪
在宅総合医療管理加算 歯総管
在宅療養支援歯科病院 歯援病
在宅歯科医療連携加算１ 在歯連１
在宅歯科医療連携加算２ 在歯連２
小児在宅歯科医療連携加算１ 小在歯連１
小児在宅歯科医療連携加算２ 小在歯連２
在宅歯科医療情報連携加算 歯情連
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料 １ ＮＳＴ１
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料 ２ ＮＳＴ２
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料 ３ ＮＳＴ３

区分 項　　目 略　　称

検
査

口腔細菌定量検査１ 口菌検１
口腔細菌定量検査２ 口菌検２
咀嚼能力検査１ 咀嚼１
咀嚼能力検査２ 咀嚼２
咬合圧検査１ 咬合圧１
咬合圧検査２ 咬合圧２

リ
ハ

歯科口腔リハビリテーション料３
 （１ 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合）

歯リハ３（１）

歯科口腔リハビリテーション料３
 ( ２ 口腔機能の低下を来している患者の場合）

歯リハ３（２）

処
置

歯周病ハイリスク患者加算 Ｐリスク
口腔内装置調整（イ 口腔内装置調整１） ＯＡｐ調１
口腔内装置調整（ロ 口腔内装置調整２） ＯＡｐ調２
口腔内装置調整（ハ 口腔内装置調整３） ＯＡｐ調３
回復期等専門的口腔衛生処置 回口衛
口腔バイオフィルム除去処置 バイオ除

歯
冠
修
復
・
欠
損
補
綴

ＣＡＤ／ＣＡＭインレーのための窩洞形成に係る加算 ＣＡＤＩｎ形
歯科技工士連携加算１ 歯技連１
歯科技工士連携加算２ 歯技連２
光学印象 光ｉｍｐ
光学印象歯科技工士連携加算 光技連
仮床試適「４ その他の場合」 ＴＦ（フ）
根面被覆（１ 根面板によるもの） ＲＣ
根面被覆（２ レジン充填によるもの） ＲＣレ
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 （１ ２以外の場合） 歯ＣＡＤ
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 （２ エンドクラウンの場合） 歯ＣＡＤ（ＥＣ）
有床義歯内面適合法（硬質材料を用いる場合） 床適合(硬)
有床義歯内面適合法（軟質材料を用いる場合） 床適合(軟)

そ
の
他

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）１ 歯外ベアⅠ初
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）２ 歯外ベアⅠ再
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）３ イ 歯外ベアⅠ訪イ
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）３ ロ 歯外ベアⅠ訪ロ

材
料

接着性レジンセメント 標準型 接レセ標
接着性レジンセメント 自動練和型 接レセ自
接着性グラスアイオノマー系レジンセメント 標準型 接グセ標
接着性グラスアイオノマー系レジンセメント 
自動練和型

接グセ自

２０２４年４月１日以降の
麻酔薬剤料、P処に係る特定薬剤、薬価等について

３）内服薬や外用薬の点数
デンタルブック内に薬価表を掲載しています。
ご利用にはユーザー登録が必要です。

デンタルブック
ログインはこちら

（ 8）第６５０号東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 （毎月１回１日発行）２０２４年（令和６年）５月１日 （第三種郵便物認可）

ホームページアドレス e-mailhttps:／／www.tokyo-sk.com／ info@tokyo-sk.com



ククララウウンン・・ブブリリッッジジ維維持持管管理理料料（（補補管管））のの

対対象象補補綴綴物物のの縮縮小小

月月日日 部部位位 療療法法・・処処置置 点点数数

66//1177 再再診診 明明細細 注注②② 5588++11

前前回回歯歯周周基基本本治治療療がが終終了了、、補補綴綴処処置置をを行行ううここととととすするる。。 ／／

歯歯管管 文文 110000++1100

歯歯肉肉のの状状態態はは安安定定ししてていいるる ／／

希希廻廻閑閑 補補診診（（ＢＢｒｒ））（（算算定定要要件件・・略略）） 注注③③ 9900

エエッッククスス線線写写真真上上でで異異常常所所見見ななくく、、支支台台歯歯ととししてて良良好好とと判判 ／／

断断しし、、固固定定式式ののＢＢｒｒととすするるここととをを概概要要図図をを用用いいてて説説明明。。 ／／

概概失失ＰＰＺＺ（（前前装装ＭＭＣＣ））ＢＢｒｒ支支台台歯歯形形成成加加算算 注注④④ 446666＋＋2200

碍碍失失ＰＰＺＺ（（ＦＦＭＭＣＣ））ＢＢｒｒ支支台台歯歯形形成成加加算算 116666＋＋2200

希希廻廻閑閑 連連iimmpp（（寒寒天天＋＋アアルルジジネネーートト）） 228822

希希廻廻閑閑 ＢＢＴＴ（（シシリリココーーンン）） 7766

リリテテーーナナーー＋＋仮仮セセ 110000＋＋44××22

慣慣 失失ＰＰＺＺ（（ＦＦＭＭＣＣ）） 116666

連連ｉｉｍｍｐｐ（（寒寒天天＋＋アアルルジジネネーートト）） 6644

ＢＢＴＴ（（シシリリココーーンンババイイトト）） 1188

ＴＴｅｅＣＣ調調整整 再再ｓｓｅｅｔｔ＋＋仮仮セセ ／／

66//2288 再再診診 明明細細 5588++11

慣慣 ＦＦＭＭＣＣ ｓｓｅｅｔｔ 装装着着料料 4455

ＦＦＭＭＣＣ ｓｓｅｅｔｔ（（1122％％金金パパララ）） 注注⑤⑤ ※※11,,447788

接接着着性性レレジジンンセセメメンントト （（標標準準型型））ススーーパパーーボボンンドド 1177

希希廻廻閑閑 ＢＢｒｒ ｓｓｅｅｔｔ 装装着着料料［［ＢＢｒｒ５５歯歯以以下下］］ 115500

概概前前装装ＭＭＣＣ（（1122％％金金パパララ）） 注注④④ ※※22,,008877

碍碍ＦＦＭＭＣＣ（（1122％％金金パパララ）） ※※11,,447788

涯涯レレジジンン前前装装金金属属ポポンンテティィッックク((1122%%金金パパララ)) ※※11,,667733

接接着着性性レレジジンンセセメメンントト（（自自動動練練和和型型））SSAAﾙﾙｰーﾃﾃｨｨﾝﾝｸｸﾞ゙ MMuullttii 注注⑥⑥ 3388××22

補補管管（（文文書書提提供供）） 注注⑤⑤ 333300

《《解解説説》》

注注①① すすででににククララウウンン・・ブブリリッッジジ維維持持管管理理料料（（補補管管））をを届届けけ出出てていいるる場場合合はは、、

補補管管のの改改定定にに伴伴いい、、再再度度届届けけ出出ををすするる必必要要ははなないい。。

注注②② 今今次次改改定定でで、、初初診診料料がが３３点点、、再再診診料料２２点点引引きき上上げげらられれたた。。たただだしし歯歯科科初初診診

料料のの注注１１のの届届出出ををししてていいなないい医医療療機機関関はは従従前前どどおおりり初初診診料料224400点点、、再再診診料料

4444点点ととななるる。。

注注③③ 補補診診はは、、ブブリリッッジジ新新製製ななどど新新たたなな欠欠損損補補綴綴をを行行うう際際、、そそのの治治療療をを開開始始ししたた

日日にに患患者者にに対対ししてて治治療療ななどどにに関関すするる説説明明をを行行っったた場場合合にに算算定定すするる。。補補綴綴時時

診診断断ににああたたっってて、、病病名名、、症症状状、、治治療療内内容容、、製製作作予予定定部部位位．．欠欠損損補補綴綴物物のの名名

称称、、欠欠損損補補綴綴物物にに使使用用すするる材材料料、、設設計計、、治治療療期期間間ななどどをを概概要要図図やや写写真真ななどど

をを用用いいてて効効果果的的にに患患者者にに説説明明すするる。。  カカルルテテにに製製作作をを予予定定すするる部部位位、、欠欠損損部部

のの状状態態、、欠欠損損補補綴綴物物のの名名称称、、設設計計ななどどのの要要点点をを記記載載すするる。。

注注④④ 今今次次改改定定にによよりり、、第第１１小小臼臼歯歯（（４４番番））にに加加ええ、、第第２２小小臼臼歯歯（（５５番番））ももブブ

リリッッジジのの支支台台歯歯にに限限りり、、レレジジンン前前装装金金属属冠冠をを算算定定すするるここととががででききるるよよううにに

ななっったた。。歯歯冠冠形形成成へへのの加加算算点点数数もも同同様様にに算算定定ででききるる。。ししかかしし失失ＰＰＺＺ（（前前装装

ＭＭＣＣ））のの点点数数はは改改定定前前はは663366点点だだっったたがが改改定定後後はは446666点点にに引引きき下下げげらられれたた。。

注注⑤⑤ 11999966年年にに「「補補綴綴物物維維持持管管理理料料」」ととししてて導導入入さされれててかからら2288年年経経ちち、、名名前前もも

「「ククララウウンン・・ブブリリッッジジ維維持持管管理理料料」」にに変変わわっったた管管理理料料。。今今次次改改定定でで維維持持管管

理理すするる対対象象補補綴綴物物がが縮縮小小さされれ、、金金パパララ・・銀銀合合金金のの４４分分のの３３冠冠（（前前歯歯のの単単

冠冠））、、５５分分のの４４冠冠（（小小臼臼歯歯のの単単冠冠））、、全全部部金金属属冠冠（（小小臼臼歯歯おおよよびび大大臼臼歯歯のの

単単冠冠））、、レレジジンン前前装装金金属属冠冠（（単単冠冠））がが対対象象かからら外外れれたた。。本本症症例例でではは 慣慣 のの

ＦＦＭＭＣＣ（（単単冠冠））はは６６月月よよりり維維持持管管理理のの対対象象外外ののたためめ補補管管はは算算定定ででききずず、、

希希廻廻閑閑 はは従従来来どどおおりり維維持持管管理理のの対対象象ののたためめ補補管管をを算算定定すするる。。ままたたカカルルテテ

にに患患者者へへのの提提供供文文書書のの写写ししをを添添付付すするる。。ななおお、、22002244年年５５月月3311日日ままででにに補補管管

をを算算定定ししたた歯歯冠冠補補綴綴物物ににつついいててはは引引きき続続きき２２年年間間のの補補管管対対象象ととななるる。。

【【例例】】22002244年年55月月3311日日以以前前にに補補管管をを算算定定ししたた場場合合

22002244年年５５月月１１日日ににＦＦＭＭＣＣををセセッットト、、補補管管算算定定→→22002266年年４４月月3300日日ままでで維維持持管管理理。。

そそののほほかか補補管管がが算算定定ででききなないい場場合合はは以以下下ののととおおりり

注注⑥⑥ 接接着着性性レレジジンンセセメメンントトのの自自動動練練和和型型のの点点数数がが1177点点かからら3388点点ととななっったた。。標標準準

型型はは1177点点とと変変わわららなないい（（詳詳細細1100面面））。。

現現在在、、デデンンタタルルブブッッククにに６６月月施施行行のの22002244年年度度診診療療報報酬酬改改定定にに対対応応ししたた新新症症例例ののカカ

ルルテテ記記載載例例、、ななららびびにに算算定定例例をを公公開開ししてていいまますす。。

デデンンタタルルブブッッククににごご登登録録ががおお済済みみででなないい先先生生ははここのの機機会会にに

ぜぜひひごご登登録録くくだだささいい。。ＱＱＲＲかかららごご登登録録可可能能でですす。。

＊＊実実態態にに即即ししててごご請請求求くくだだささいい＊＊

６６月月施施行行のの22002244年年度度診診療療報報酬酬改改定定でで、、金金パパララ・・銀銀合合金金のの３３／／４４冠冠、、

４４／／５５冠冠、、ＦＦＭＭＣＣおおよよびび前前装装ＭＭＣＣのの単単冠冠ががククララウウンン・・ブブリリッッジジ維維持持管管

理理料料（（以以下下、、「「補補管管」」））のの対対象象外外ととななっったた。。

すすべべててののブブリリッッジジ、、非非金金属属冠冠、、ＴＴｉｉＣＣ（（チチタタンン冠冠））、、前前装装ＴＴｉｉＣＣ

（（レレジジンン前前装装チチタタンン冠冠））はは引引きき続続きき補補管管のの対対象象ととななるる。。

※※６６月月かかららのの歯歯科科用用貴貴金金属属のの点点数数ががままだだ決決定定ししてていいなないいたためめ、、４４月月時時

点点のの点点数数でで表表記記ししてていいまますす。。（（５５//１１現現在在））

患患者者：：3300歳歳・・男男性性

主主訴訴：：左左下下のの冠冠がが取取れれたた、、左左上上がが治治療療途途中中だだっったた。。

所所見見：：慣慣ののククララウウンン脱脱離離とと涯涯のの欠欠損損をを認認めめるる

傷傷病病名名：：慣慣ＦＦＭＭＣＣダダツツリリ,,ＣＣ３３処処置置歯歯 希希廻廻閑閑 ＭＭＴＴ 概概快快ＣＣ３３処処置置歯歯

施施設設基基準準：：歯歯初初診診 明明細細 ククララウウンン・・ブブリリッッジジ維維持持管管理理料料 注注①①

他他院院製製作作のの補補綴綴物物

全全ててのの支支台台ををイインンレレーーととすするるブブリリッッジジ

歯歯科科用用金金属属アアレレルルギギーーをを有有すするる患患者者にに装装着着ししたたＨＨＪＪＣＣ

歯歯科科用用金金属属アアレレルルギギーーをを有有すするる患患者者にに装装着着ししたた歯歯ＣＣＡＡＤＤ

歯歯科科用用金金属属アアレレルルギギーーをを有有すするる患患者者にに装装着着ししたたＨＨＲＲＢＢｒｒ

乳乳歯歯のの歯歯冠冠修修復復物物（（永永久久歯歯代代行行歯歯はは除除くく））

永永久久歯歯のの既既製製金金属属冠冠

６６歳歳未未満満のの患患者者ままたたはは著著ししくく歯歯科科診診療療がが困困難難なな者者へへのの歯歯冠冠修修復復おおよよびび欠欠損損補補綴綴

訪訪問問診診療療料料（（歯歯訪訪診診をを含含むむ））をを算算定定ししたた場場合合

～～５５//3311 ６６//１１～～

２０２４年度診療報酬改定を踏まえて―

（９） 第６５０号 ２０２４年（令和６年）５月１日東 京 歯 科 保 険 医 新 聞（毎月１回１日発行） （第三種郵便物認可）

保険診療の請求事務、返戻・減点、指導、経営・税務、共済制度などについてのご相談はお気軽に協会まで。☎03（3205）2999　℻03（3209）9918
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会長!!  Vol.会長!!  Vol.8282

自
動
練
和
型
・

接
着
性
レ
ジ
ン
セ
メ
ン
ト
の
点
数
ア
ッ
プ

保
険
に
お
け
る
接
着
性
レ

ジ
ン
セ
メ
ン
ト
の
定
義
は
。

６
月
か
ら
接
着
性
レ
ジ
ン

セ
メ
ン
ト
の
保
険
点
数
が
変

わ
る
そ
う
で
す
が
、
具
体
的

に
。６

月
１
日
施
行
の
診
療
報
酬

改
定
で
、
特
定
保
険
医
療
材

料
の
材
料
価
格
（
使
用
歯
科

材
料
料
）
の
見
直
し
が
行
わ

れ
、
接
着
性
レ
ジ
ン
セ
メ
ン

ト
の
保
険
点
数
が
一
部
変
更

さ
れ
ま
す
。
6
月
1
日
施
行

前
の
5
月
末
ま
で
は
、
歯
科

用
合
着
・
接
着
材
料
Ⅰ
の
レ

ジ
ン
系
の
点
数
は
、
ハ
ン
ド

ミ
ッ
ク
ス
の
標
準
型
と
自
動

練
和
型
は
、
と
も
に
17
点
で

し
た
が
、
標
準
型
は
17
点
と

変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
自
動

練
和
型
が
38
点
へ
と
21
点
ア

ッ
プ
し
ま
す
（
表
１
）。

表
２
に
接
着
性
レ
ジ
ン
セ
メ

ン
ト
の
機
能
区
分
に
よ
る
定
義

を
示
し
ま
す
。
標
準
型
と
自
動

練
和
型
と
は
、
こ
の
定
義
で
分

類
さ
れ
ま
す
。
こ
の
分
類
が
初

め
て
提
示
さ
れ
た
２
０
１
８
年

度
診
療
報
酬
改
定
の
際
、
自
動

練
和
型
の
点
数
を
上
げ
る
財
源

を
確
保
す
る
た
め
に
標
準
型
の

点
数
を
下
げ
る
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
厚
労

省
に
対
し
て
、
標
準
型
の
点
数

の
17
点
で
は
、
使
用
す
る
セ
メ

ン
ト
に
よ
っ
て
は
、
使
用
の
度

に
赤
字
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
歯
科
接
着
に
よ
る
メ
リ
ッ

ト
を
考
え
、
修
復
、
補
綴
す
る

歯
の
た
め
、
そ
し
て
患
者
さ
ん

の
た
め
に
接
着
性
レ
ジ
ン
セ
メ

ン
ト
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
を

伝
え
、
17
点
か
ら
点
数
を
下
げ

な
い
よ
う
訴
え
ま
し
た
。
今
次

改
定
で
、
標
準
型
の
17
点
は
変

わ
ら
ず
、
自
動
練
和
型
が
適
正

な
評
価
に
近
づ
い
た
と
理
解
し

ま
す
。
し
か
し
、
特
定
保
険
医

療
材
料
の
材
料
価
格
は
、
実
勢

価
格
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
べ
き

な
の
で
、
標
準
型
の
17
点
は
理

解
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
不
合
理

を
正
す
た
め
、
次
期
改
定
に
向

け
て
検
討
し
、
行
政
に
働
き
か

け
る
所
存
で
す
。

現
在
、
自
動
練
和
型
の
セ

メ
ン
ト
は
？

表
３
に
６
月
か
ら
38
点
を
算

定
で
き
る
セ
メ
ン
ト
を
示
し
ま

す
。
会
員
の
先
生
方
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
６
月
施
行
に
向
け

て
間
接
法
に
よ
る
修
復
物
・
補

綴
物
の
装
着
用
セ
メ
ン
ト
を
検

討
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

表１
現行
M005　装着
１　歯冠修復物（１個につき）
　（１）歯科用合着・接着材料I
　　イ　レジン系
　　　a　標準型　　　　　　17点
　　　b　自動練和型　　　　17点

２０２４年６月適用　　↓
M005　装着
１　歯冠修復物（１個につき）
　（１）歯科用合着・接着材料I
　　イ　レジン系
　　　a　標準型　　　　　　17点
　　　b　自動練和型　　　　38点

表３　主な自動練和型の接着性レジンセメント
販売名 製造（製造販売）

スピードセム プラス Ivoclar Vivadent AG
（Ivoclar Vivaden）

マックスセム エリート Kerr（エンビスタジャパン）
エヌ・エックス・スリー Kerr（エンビスタジャパン）
マックスセム エリート クロマ Kerr（エンビスタジャパン）
ネクサス ユニバーサル Kerr（エンビスタジャパン）
SA ルーティング Multi クラレノリタケデンタル
パナビア Ｖ５ クラレノリタケデンタル
ZEN ユニバーサルセメント サンメディカル
ジーシー ジーセム カプセル ジーシー
ジーシー ジーセム リンクエース ジーシー
ジーシー ジーセム リンクフォース ジーシー
ジーシー ジーセム ONE EM ジーシー
レジセムEX 松風
リライエックス
ユニセム ２ オートミックス

スリーエム ヘルスケア ジャパン

リライエックス
ユニバーサル レジン セメント

スリーエム ヘルスケア ジャパン

パーマセム 2.0 デーエムゲー（ヨシダ）
スーパーセム DENTKIST

（ビーエスエーサクライ）
キャリブラ セラム DENTSPLY Caulk

（デンツプライシロナ）
エステセムⅡ トクヤマデンタル
エンブレイス レジンセメント Pulpdent（白水貿易）
デュオリンク ユニバーサル キット BISCO（モリムラ）
セラセム BISCO（モリムラ）
デントクラフト ユーセム Vericom（ヨシダ）
メタセム META BIOMED（ジオメディ）

表２　機能区分の定義
歯科用合着・接着材料Ⅰ 
機能区分の定義
①レジン系・標準型
次のいずれにも該当すること 
ア　接着性レジンセメントであること．
イ　②に該当しないこと．

② レジン系・自動練和型
次のいずれにも該当すること 
ア　接着性レジンセメントであること．
イ　次のいずれかに該当すること．
　　ⅰ ２種類のペーストをチップ型の歯科用錬
　　  成器具を用いて練和して使用するもの
　　  であること．
　　ⅱ 粉末と液が一定量封入されたカプセル
　　　を専用の器械を用いて練和して使用す
　　　るものであること．

◆
第
23
回
理
事
会
◆

　
３
月
29
日
㈮
、
午
後
８
時

00
分
～
９
時
40
分
。
会
長
、

副
会
長
５
名
、
理
事
15
名
、

監
事
１
名
、
事
務
局
５
名
の

出
席
。

【
情
勢
報
告
】　

報
告
を
確

認
。

【
運
動
課
題
】　

４
月
以
降

の
国
会
内
集
会
、
国
会
行
動

の
予
定
を
確
認
。
現
行
の
健

康
保
険
証
存
続
を
求
め
る
署

名
の
集
約
状
況
等
の
報
告
、

４
月
か
ら
の
取
り
組
み
提
案

を
確
認
。

【
政
策
課
題
】　

①
診
療
報

酬
改
定
情
報
（
記
載
要
領
、

略
称
、
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
給
付
調
整
、
疑
義
解
釈

そ
の
１
）、
②
改
定
内
容
の

評
価
（
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価

料
に
対
す
る
協
会
の
見
解
、

今
次
改
定
に
対
す
る
評
価
、

金
パ
ラ
等
単
冠
の
ク
ラ
ウ
ン

・
ブ
リ
ッ
ジ
維
持
管
理
料

の
廃
止
）
な
ど
に
つ
い
て
討

議
。
ま
た
、
③
保
険
適
用
の

歯
冠
補
綴
物
を
保
険
給
付
外

や
選
定
療
養
費
の
対
象
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
討
議
。
協

会
と
し
て
反
対
で
あ
る
こ
と

を
確
認
。

【
各
部
報
告
お
よ
び
提
案
】　

　
第
１
回
新
点
数
説
明
会
の

参
加
者
数
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
の
報
告
を
確
認
。

◆
第
１
回(

暫
定)

理
事
会
◆

　
４
月
11
日
㈭
、
午
後
７
時

00
分
～
９
時
56
分
。
会
長
、

副
会
長
５
名
、
理
事
16
名
、

監
事
２
名
、
事
務
局
11
名
の

出
席
。

【
情
勢
報
告
】　

①
政
府
が

一
時
金
で
マ
イ
ナ
保
険
証
利

用
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
批
判
し
、
保
険
証

存
続
を
求
め
る
請
願
署

名
、
ポ
ス
タ
ー
宣
伝
も
兼
ね

て
機
関
紙
５
月
号
で
会
員
に

周
知
す
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
有
効
期
限
切
れ
に

よ
り
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
資

格
確
認
エ
ラ
ー
が
起
き
て
い

る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
さ

ら
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
可

能
性
が
あ
る
た
め
、
情
報
共

有
を
図
っ
て
い
く
。
ま
た
、

「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

義
務
不
存
在
確
認
等
請
求
訴

訟
」
の
第
６
回
口
頭
弁
論
と

記
者
・
原
告
説
明
会
が
５
月

22
日
㈬
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

を
確
認
。

【
診
療
報
酬
改
定
対
策
】　
　

　

新
規
に
届
出
が
必
要
な
施

設
基
準
や
既
に
届
出
を
し
て

い
る
場
合
の
経
過
措
置
に
つ

い
て
、
機
関
紙
５
月
号
で
周

知
し
て
い
く
。
ま
た
、
診
療

報
酬
改
定
に
つ
い
て
の
理
事

会
声
明
（
案
）
を
討
議
の
う

え
、
確
認
。

【
各
部
検
討
課
題
】　

①
４

月
か
ら
新
規
個
別
指
導
、
個

別
指
導
が
始
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
報
告
さ
れ
、
録
音
や
弁

護
士
帯
同
の
意
義
や
目
的
な

ど
、
協
会
の
ス
タ
ン
ス
も
伝

え
る
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ

れ
た
。
②
地
域
医
療
部
長
談

話
「
診
療
報
酬
改
定
を
踏
ま

え
て
（
案
）」
を
確
認
。

【
定
期
総
会
の
準
備
】　

議
案

に
つ
い
て
討
議
。
記
念
講
演

の
テ
ー
マ
「
２
０
２
４
年
度

改
定
を
考
察
し
、
今
後
の
歯

科
医
療
を
展
望
す
る
」
を
確

認
。

【
機
関
紙
の
企
画
】　

５
月
1

日
号
の
企
画
案
を
確
認
。

【
組
織
の
現
勢
】　

４
月
1

日
付
会
員
数
６
千
16
名
（
入

会
11
名
、
退
会
22
名
）。

2023年度第23回
2024年度

第１回(暫定）
理事会
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会
員
が
見
た
診
療
報
酬
改
定

会
員
が
見
た
診
療
報
酬
改
定

　
６
月
１
日
施
行
の
２
０
２
４
年
度
診
療
報
酬
改
定
。
今
回

の
改
定
に
つ
い
て
、
会
員
の
率
直
な
声
を
伺
っ
て
み
た
。

  

Ｄ
Ｘ
に
よ
る
医
療
の
効
率
化

ま
ず
第
一
に
、
２
０
２
４
年

度
診
療
報
酬
改
定
の
背
景
に
つ

い
て
触
れ
ま
す
。
粗
雑
な
表
現

で
恐
縮
で
す
が
、「
行
政
事
務
処

理
の
効
率
化
→
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

に
よ
る
個
人
情
報
の
一
元
管
理

→
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普

及
→
マ
イ
ナ
保
険
証
の
導
入
」

と
い
う
意
図
に
対
す
る
メ
リ
ッ

ト
と
し
て
、
資
格
確
認
の
顔
認

証
・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
、
医
療
情

報
の
共
有
、
オ
ン
ラ
イ
ン
遠
隔

診
療
を
掲
げ
、
そ
の
解
決
の
た

め
に
パ
ソ
コ
ン
や
レ
セ
コ
ン
を

必
需
品
と
し
た
上
で
、
レ
セ
プ

ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
原
則

化
し
た
、と
私
は
解
釈
し
ま
す
。

こ
の
背
景
の
中
で
、
理
解
し

き
れ
な
い
ほ
ど
の
複
雑
な
項
目

の
設
定
や
細
分
化
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
レ
セ
コ
ン
は

万
能
で
は
な
く
、
入
力
に
は
療

養
担
当
規
則
の
知
識
を
要
し
、

医
療
機
関
に
応
じ
た
設
定
が
必

要
で
あ
り
、
入
力
手
順
の
習
熟

が
必
要
で
す
。
コ
ス
ト
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
、
タ
イ
ム
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
必
ず
し
も
良
い
と
は

い
え
ず
、
こ
れ
を
機
と
す
る
廃

業
も
出
現
す
る
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
と
患
者
さ
ん
と
の
間
に

　
現
場
と
の
乖
離
を
感
じ
る

　
　
　
　
　
　  

小こ
ば
や
し林 

顕あ
き
ら

／
板
橋
区

「
事
務
処
理
」
と
い
う
厚
い
壁

が
で
き
て
、
距
離
が
遠
く
な
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

こ
の
状
況
は
、
国
民
の
皆
さ

ん
が
望
む
医
療
の
姿
な
の
で
し

ょ
う
か
。

  

治
療
型
歯
科
医
師
は
退
場
か
？

次
に
、「
治
療
型
→
治
療
・

管
理
・
連
携
型
」
と
い
う
方
向

性
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る

由
。
そ
の
方
向
性
に
異
議
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
た

め
の
施
設
基
準
が
強
化
さ
れ
た

結
果
、
報
酬
に
つ
な
が
る
算
定

を
で
き
る
医
療
機
関
が
限
定
さ

れ
る
と
想
像
し
ま
す
。「
治
療

型
」
の
歯
科
医
師
に
は
退
場
を

促
す
、
と
い
う
意
図
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

口
腔
管
理
体
制
強
化
加
算
に

つ
い
て
い
え
ば
、
開
業
年
数
の

少
な
い
歯
科
医
師
に
と
っ
て
、

「
算
定
実
績
」「
参
加
・
協
力
」

の
部
分
は
、
要
件
を
満
た
す
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
管
理
・
連
携
は
質

の
担
保
が
難
し
く
効
果
を
立
証

し
に
く
い
の
で
、
扱
え
る
歯
科

医
師
を
予
め
限
定
し
て
お
く
と

い
う
発
想
は
理
解
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
た
め
の
手
法
と

し
て
の
施
設
基
準
強
化
は
、
あ

ま
り
に
も
「
デ
ジ
タ
ル
的
」
に

過
ぎ
、
臨
床
現
場
の
感
覚
で
あ

る
「
ど
う
せ
や
る
な
ら
、
ち
ゃ

ん
と
や
ろ
う
よ
」「
歯
科
医
師

冥
利
」
と
相
容
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
若
い
時
は
「
技
術
の

向
上
＝
治
療
型
」
に
力
点
が
置

か
れ
て
し
か
る
べ
き
で
す
が
、

「
治
療
・
管
理
・
連
携
型
」
に

は
、
そ
れ
相
応
の
経
験
が
必
要

で
す
。
歯
科
医
師
の
「
生
涯
研

修
」
と
い
う
観
点
が
軽
視
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

今
次
改
定
に
つ
い
て
は
、
現

場
と
の
乖
離
、
現
場
軽
視
を
感

じ
ま
す
。

２
０
２
４
年
度
の
個
別
指
導

が
、
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い

る
。
同
16
日
に
は
新
規
個
別
指

導
が
、
同
23
日
に
は
個
別
指
導

が
実
施
さ
れ
、
協
会
に
相
談
が

寄
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
ま
で
個
別
指
導
は
、
診

療
報
酬
改
定
の
施
行
月
に
あ
た

る
４
月
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た

が
、
今
年
度
は
改
定
が
６
月
に

施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
っ
て
、

「
年
度
当
初
か
ら
の
指
導
実
施

を
考
慮
す
る
」
よ
う
、
厚
生
労

働
省
が
全
国
の
各
地
方
厚
生

（
支
）
局
に
通
知
し
て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
関
東
信
越
厚
生

局
東
京
事
務
所
は
新
規
個
別
指

導
、
お
よ
び
個
別
指
導
を
実
施

し
た
も
の
。

新
規
個
別
指
導
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
開
業
後
概
ね
半
年
か
ら

８
ヵ
月
以
内
の
保
険
医
療
機
関

に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
指

導
通
知
が
届
い
た
ら
協
会
に
相

談
し
て
ほ
し
い
。指
導
時
に
は
、

指
導
内
容
を
確
認
す
る
た
め
の

録
音
や
弁
護
士
に
よ
る
帯
同
が

指導通知が届いたら協会に連絡を

　４月からすでに実施

20242024年度の「個別指導」年度の「個別指導」

可
能
で
あ
る
。
希
望
す
る
場
合

は
一
度
、
協
会
に
ご
相
談
い
た

だ
き
た
い
。

▼
指
導
計
画
を
開
示
請
求
中

現
在
、
協
会
は
２
０
２
４
年

度
指
導
計
画
な
ど
の
開
示
請
求

を
行
っ
て
い
る
。
詳
細
が
分
か

り
次
第
、
機
関
紙
な
ど
で
お
知

ら
せ
す
る
。

▼
７
月
７
日
の
新
規
開
業
医

講
習
会
に
ご
参
加
を

ま
た
、
７
月
７
日
に
保
険
の

算
定
要
件
や
カ
ル
テ
記
載
な
ど

を
解
説
す
る
新
規
開
業
医
講
習

会
を
開
催
す
る
（
本
紙
５
面
参

照
）。
こ
れ
か
ら
指
導
を
受
け

る
先
生
は
も
ち
ろ
ん
、
日
々
の

保
険
請
求
に
自
信
が
持
て
な
い

先
生
、
不
安
を
感
じ
て
い
る
先

生
に
も
、
ぜ
ひ
ご
参
加
い
た
だ

き
た
い
。



　
日
々
の
診
療
で
は
、
患
者
の

生
活
環
境
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン

ド
を
聞
き
取
り
、
寄
り
添
い
、

よ
り
良
い
診
療
を
行
う
こ
と
に

心
が
け
て
い
る
。
他
方
、
私
は

「
食
育
」
に
関
し
て
ま
っ
た

く
の
ド
素
人
で
、
咀
嚼
機
能

や
歯
周
治
療
、
咬
合
治
療
な

ど
に
重
点
を
置
い
て
診
療
し
て

い
た
。
食
育
の
先
生
に
「
食
」

に
対
し
て
ご
教
授
い
た
だ

き
、
改
め
て
そ
の
大
切
さ
を
身

に
し
み
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
、
歯

科
医
師
と
し
て
「
口
腔
機
能
」

と
「
食
育
」
と
の
関
係
に
つ
い

て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
食
育
に
ま
つ
わ

る
「
六
つ
の
〝
こ
食
〞」
を
皆

さ
ん
は
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
。
食
育
の
問
題
で
、
一
つ
目

は
孤●

食
（
家
族
で
食
べ
る
習
慣

が
な
く
な
っ
て
一
人
で
食
事
す

る
子
ど
も
が
増
え
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
や
、
食
べ
る

こ
と
の
楽
し
み
を
感
じ
ら
れ
な

い
子
が
増
え
て
い
る
）。
二
つ

目
は
個●

食
（
食
文
化
が
豊
か
に

な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
家
族
全
員

が
同
じ
物
を
食
べ
ず
に
、
各
自

が
好
き
な
物
を
食
べ
る
習
慣
に

変
化
し
、
好
き
な
物
し
か
食
べ

な
い
。
給
食
を
残
す
子
の
増

加
）。
三
つ
目
は
小●

食
（
食
べ

る
量
が
少
な
く
、
栄
養
が
偏
っ

て
い
る
子
ど
も
の
増
加
）。
四

つ
目
は
固●

食
（
無
理
に
「
食
べ

な
さ
い
」
と
言
う
こ
と
が
虐
待

に
な
る
か
ら
、
必
然
的
に
個
人

の
好
き
な
物
し
か
食
べ
な

い
、
食
べ
ら
れ
な
い
）。
五
つ

目
は
粉●

食
（
お
米
中
心
の
食
生

活
か
ら
パ
ン
や
パ
ス
タ
、
う
ど

ん
、
ラ
ー
メ
ン
、
ピ
ザ
な
ど
小

麦
粉
を
主
原
料
と
す
る
製
品
の

摂
取
量
が
増
え
た
こ
と
か
ら
カ

ロ
リ
ー
オ
ー
バ
ー
に
な
る
ほ

か
、
必
要
な
栄
養
素
が
摂
れ
ず

肥
満
や
生
活
習
慣
病
の
増
加
に

つ
な
が
る
）。
六
つ
目
は
濃●

食

（
外
食
や
加
工
食
品
中
心
に
な

り
、
濃
い
味
付
け
に
舌
が
慣
れ

て
し
ま
い
味
覚
そ
の
も
の
が
鈍

く
な
る
。
塩
分
や
糖
分
の
過
剰

摂
取
に
つ
な
が
り
、
生
活
習
慣

病
に
つ
な
が
る
）。
こ
の
問
題

を
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
時
、
ほ

と
ん
ど
が
今
の
自
分
に
当
て
は

ま
っ
て
い
る
と
感
じ
、「
食
」

に
対
す
る
考
え
方
を
変
え
る
き

っ
か
け
に
な
っ
た
。

　
一
方
、「
共
食
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
、
家
族
や
友
人
ら
で

食
卓
を
囲
ん
で
食
事
を
と
る
こ

と
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
一

人
で
食
べ
る
人
に
比
べ
て
、
精

神
的
ス
ト
レ
ス
な
ど
も
少
な
い

と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
も
あ

る
。
ま
た
、
食
育
に
は
農
作
物

や
家
畜
の
育
て
方
を
知
り
、
無

農
薬
野
菜
や
自
然
豊
か
に
放
牧

さ
れ
て
い
る
家
畜
の
良
さ
を
理

解
し
、
食
の
安
全
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

  

「
食
」
は
、
知
れ
ば
知
る
ほ

ど
と
て
も
奥
深
く
、
身
近
で
と

て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
歯

科
医
師
と
し
て
の
重
要
な
素
養

の
一
つ
だ
と
、
改
め
て
感
じ
て

い
る
。

加藤  開
（副会長／豊島区）

　　　　　『食』　　　　　『食』
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マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率　

い
ま
だ
５
・
47
％

厚
労
相
、
そ
れ
で
も

「
健
康
保
険
証
廃
止
」
と
強
弁

２
０
２
４
年
３
月
で
の
マ
イ

ナ
保
険
証
の
利
用
率
は
５・
47

％
し
か
な
い
中
、
４
月
18
日
の

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

で
、
武
見
敬
三
厚
生
労
働
大
臣

は
「
利
用
率
に
関
係
な
く
健
康

保
険
証
を
廃
止
す
る
」
と
述
べ

た
。
マ
イ
ナ
保
険
証
を
巡
っ
て

は
、
厚
労
省
は
利
用
推
進
を
目

的
に
医
療
機
関
向
け
の
支
援
金

を
見
直
す
な
ど
、
な
り
ふ
り
構

わ
な
い
対
応
に
終
始
し
て
い

る
。
利
用
者
が
ほ
と
ん
ど
お
ら

ず
、
か
つ
ト
ラ
ブ
ル
も
招
く
マ

イ
ナ
保
険
証
の
推
進
は
止

め
、
現
行
の
健
康
保
険
証
を
存

続
す
る
べ
き
で
あ
る
。

約
６
割
が
ト
ラ
ブ
ル
を
経
験

利
用
率
増
は
さ
ら
な
る
混
乱

保
団
連
（
全
国
保
険
医
団
体

連
合
会
）
が
実
施
し
た
「
２
０

２
３
年
10
月
以
降
の
マ
イ
ナ
保

険
証
ト
ラ
ブ
ル
調
査
」
の
結
果

（
24
年
１
月
31
日
付
。
回
答
数

８
千
672
件
）
で
は
、
ト
ラ
ブ
ル

が
「
あ
っ
た
」
と
回
答
し
た
医

療
機
関
が
約
６
割
を
占
め

た
。
ト
ラ
ブ
ル
の
内
容
で
は
、

「
名
前
や
住
所
が
●
で
表
記
さ

れ
る
」（
67
・
３
％
）
と
の
回

答
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
資

格
情
報
の
無
効
が
あ
る
」（
49

・
２
％
）
が
多
い
結
果
と
な
っ

て
い
る
。
利
用
率
が
増
え
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
ト
ラ
ブ
ル
が
さ

ら
に
増
え
る
。

最
近
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
有
効
期
限
切
れ
に
伴

う
ト
ラ
ブ
ル
も
起
き
て
い
る

（
詳
細
12
面
）。
こ
の
点
を
考

え
る
と
、
現
状
の
健
康
保
険
証

の
方
が
患
者
に
と
っ
て
も
安
心

し
て
利
用
で
き
る
。

医
療
機
関
に
声
か
け
を
依
頼

患
者
の
自
主
性
を
否
定

　
厚
労
省
は
利
用
率
を
上
げ
る

た
め
、
支
援
金
制
度
を
作
り
医

療
機
関
に
声
か
け
な
ど
を
依
頼

し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
マ
イ

ナ
保
険
証
を
使
用
す
る
か
否
か

は
患
者
自
ら
の
判
断
で
決
め
る

も
の
で
あ
り
、
患
者
の
自
主
性

に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。

現
在
の
支
援
金
は
、
23
年
10

月
の
マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
率
と

24
年
１
〜
５
月
の
平
均
利
用
率

を
比
較
し
、
24
年
１
〜
５
月
の

総
利
用
件
数
に
応
じ
た
金
額
を

支
給
す
る
仕
組
み
で
あ
る
（
表

１
参
照
）。
例
え
ば
、
患
者
数

200
名
で
利
用
率
４
％
（
利
用
件

数
８
件
）
の
医
療
機
関
が
利
用

率
を
14
％
（
利
用
件
数
28
件
）

に
上
げ
た
場
合
、
単
純
計
算
で

40
円
×
28
件
×
５
カ
月
＝
５
千

600
円
が
支
給
さ
れ
る
。
医
療
機

関
側
の
申
請
は
不
要
で
、
支
払

基
金
か
ら
自
動
的
に
支
給
さ
れ

る
。　
　

今
回
示
さ
れ
た
新
し
い
支
援

金
は
、
24
年
６
〜
11
月
の
平
均

利
用
率
に
応
じ
て
支
給
す
る
予

定
だ
っ
た
が
、
支
援
金
を
見
直

し
、
23
年
10
月
の
利
用
率
と
24

年
５
〜
７
月
の
い
ず
れ
か
の
月

の
利
用
人
数
の
増
加
数
に
応
じ

て
支
援
金
を
支
給
す
る
（
表
２

参
照
）。
例
え
ば
、
患
者
数
200

名
で
利
用
率
４
％(

８
人)

の

医
療
機
関
が
24
年
の
５
月
か
ら

７
月
の
い
ず
れ
か
の
月
に
利
用

率
を
14
％
（
28
人
）
に
上
げ
た

場
合
、
利
用
人
数
が
20
名
増
と

な
り
３
万
円
が
支
給
さ
れ
る
。

な
お
、
レ
セ
プ
ト
が
150
件
以

下
の
医
療
機
関
に
対
し
て

は
、
規
模
に
配
慮
し
た
支
援
金

が
支
給
さ
れ
る
。

支
援
金
を
バ
ラ
マ
キ

医
療
機
関
に
普
及
押
し
付
け

た
だ
、
支
援
金
の
支
給
に

は
、
①
窓
口
で
共
通
ポ
ス
タ
ー

の
掲
示
、
②
患
者
へ
の
声
か

け
、
③
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用

を
求
め
る
チ
ラ
シ
の
配
布
の
徹

底
、
の
３
点
が
条
件
と
な
っ
て

い
る
。

患
者
へ
の
声
か
け
に
つ
い
て

は
、
医
療
機
関
向
け
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
で
、
①
「
健
康
保
険
証

を
お
持
ち
で
す
か
」
に
替
え

て
、
ま
ず
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
の
利
用

に
つ
い
て
声
か
け
す
る
、
②
マ

イ
ナ
保
険
証
を
持
参
し
て
い
な

い
患
者
に
「
ぜ
ひ
次
回
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
」
と
声
か
け
す
る
、
と

い
っ
た
参
考
例
が
挙
げ
ら
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
を
徹
底
す
る
こ

と
が
条
件
と
な
る
。

表１:現在の支援金の金額
23年10月の利用率と比較した23年10月の利用率と比較した

24年24年１１～～５５月の平均利用率の増加量月の平均利用率の増加量 支援金の金額支援金の金額

５％pt～ → 20円 × 24年１～５月の総利用件数
10％pt～ → 40円 × 　　　　　　〃
20％pt～ → 60円 ×　　　　　　 〃
30％pt～ → 80円 ×　　　　　　 〃
40％pt～ → 100円 ×　　　　　   〃
50％pt～ → 120円 ×　　　　　   〃

表２：新たな支援金の金額（2023年10月診療分のレセプト件数が150件超の診療所の場合）
23年10月と比較した24年23年10月と比較した24年５５～～７７月のいずれかの月の利用人数の増加数月のいずれかの月の利用人数の増加数
１１人～人～ 10人～10人～ 20人～20人～ 30人～30人～ 50人～50人～ 70人～70人～ 80人～80人～

23年10月の利用率23年10月の利用率

３３％未満％未満 － － － ３万円 ５万円 ７万円 10万円
３３～～５５％％ － － ３万円 ５万円 ７万円 10万円
５５～10％～10％ － ３万円 ５万円 ７万円 10万円
10 ～ 20％10 ～ 20％ ３万円 ５万円 ７万円 10万円
20 ～30％20 ～ 30％ ５万円 ７万円 10万円
30 ～ 40％30 ～ 40％ ７万円 10万円
40％～40％～ 10万円

今
次
改
定
の
中
で
は
、
当
院

の
よ
う
に
外
来
診
療
を
中
心
に

行
っ
て
い
る
場
合
、「
ク
ラ
ウ

ン
・
ブ
リ
ッ
ジ
維
持
管
理
料
の

適
用
見
直
し
」
の
影
響
が
も
っ

と
も
大
き
い
と
い
え
ま
す
。
私

が
開
業
し
た
年
に
導
入
さ
れ
た

こ
の
管
理
料
に
対
し
て
は
当

初
、
補
綴
物
ご
と
の
算
定
で
は

な
く
、
全
か
無
か
の
診
療
室
ご

と
の
算
定
単
位
で
あ
る
こ
と
に

憤
り
を
覚
え
ま
し
た
。し
か
し
、

い
ざ
算
定
し
始
め
る
と
２
年
間

で
や
り
直
す
ケ
ー
ス
は
稀

で
、
30
年
間
算
定
し
続
け
た
こ

の
点
数
に
よ
る
プ
ラ
ス
は
大
き

く
、
今
回
の
大
幅
な
見
直
し
は

マ
イ
ナ
ス
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
確
保

さ
れ
る
財
源
が
「
初
・
再
診
料

の
引
き
上
げ
」
な
ど
の
原
資
と

し
て
流
用
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

今
後
も
海
外
か
ら
の
輸
入
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
パ
ラ
ジ
ウ

ム
に
関
し
て
は
〝
保
険
外
し
〞

を
覚
悟
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
新
設
さ
れ
た
エ
ン
ド
ク

ラ
ウ
ン
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
支

台
築
造
お
よ
び
裏
層
の
点
数
算

定
が
認
め
ら
れ
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
根
管
内
に
ア
ン
ダ
ー

が
な
い
よ
う
に
形
成
・
印
象
を

施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ケ
ー

ス
が
限
ら
れ
そ
う
で
す
。
ア
レ

ル
ギ
ー
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
７

番
に
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
冠
が
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
ブ
ラ
キ
サ
ー
の
患
者
さ
ん

に
は
厳
し
い
で
す
し
、
材
料
自

体
の
物
性
に
も
不
安
が
残
り
ま

す
。
再
び
チ
タ
ン
冠
が
登
場
す

る
機
会
が
増
え
て
い
き
そ
う
で

す
。も

う
一
つ
話
題
の
「
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
評
価
料
」
に
関
し
て

は
、
今
ま
で
に
な
く
、
か
つ
分

か
り
に
く
い
改
定
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ

ら
く
、
各
医
院
ご
と
で
手
挙
げ

を
す
る
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ

ト
に
違
い
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

対
象
者
の
人
数
、
月
ご
と
の
初

・
再
診
の
人
数
、
今
後
、
ご
自

身
が
何
年
診
療
を
継
続
す
る
の

か
…
。
ま
た
、
現
在
の
ス
タ
ッ

フ
が
自
院
の
待
遇
に
ど
の
程
度

満
足
し
て
い
る
の
か
…
。
な

ど
、
数
字
に
な
る
も
の
、
な
ら

な
い
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
加
味
し
て
決
め
て
い
く

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

今
次
改
定
は
、
す
べ
て
の
医

療
機
関
に
対
し
、
一
律
に
点
数

が
増
減
す
る
の
で
は
な
く
、
改

定
内
容
を
よ
く
理
解
し
て
自
ら

の
医
院
形
態
に
合
致
し
た
選
択

を
し
た
者
に
プ
ラ
ス
が
も
た
ら

さ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
と

感
じ
て
お
り
ま
す
。

安
全
性
や
利
便
性
が
悪
い
た

め
に
普
及
し
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
医
療
機
関
に
普
及
を
押

し
付
け
、
そ
の
代
償
と
し
て
支

援
金
を
ば
ら
撒
く
こ
と
は
、
問

題
の
す
り
替
え
ど
こ
ろ
で
は
な

く
、
予
算
執
行
の
う
え
か
ら
も

大
き
な
問
題
だ
。

健
康
保
険
証
は
必
要

署
名
に
ご
協
力
を

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
使
用
す
る

か
否
か
は
患
者
自
ら
が
決
め
る

も
の
で
あ
り
、
支
援
金
受
給
を

目
的
に
医
療
機
関
側
が
マ
イ
ナ

保
険
証
の
利
用
を
患
者
に
強
い

る
も
の
で
は
な
い
。

　
資
格
確
認
は
現
行
の
健
康
保

険
証
で
も
、
現
場
で
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
。
協
会
で
は
、
今

国
会
で
の
提
出
を
目
指
す
健
康

保
険
証
の
存
続
を
求
め
る
請
願

署
名
に
取
り
組
む
ほ
か
、
院
内

掲
示
用
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し

て
い
る
。
お
手
元
に
署
名
用
紙

が
あ
る
方
は
、
５
月
31
日
㈮
ま

で
に
署
名
を
協
会
に
お
送
り
い

た
だ
き
た
い
。

会
員
が
見
た
診
療
報
酬
改
定

会
員
が
見
た
診
療
報
酬
改
定

単
純
な
点
数
の
増
減
に

　
　
　
留
ま
ら
な
い
今
次
改
定

川か
わ
も
と本
弘ひ

ろ
し

／
足
立
区



署
名
用
紙

注
文
フ
ォ
ー
ム

豪
華
景
品
が
当
た
る

豪
華
景
品
が
当
た
る

ク
イ
ズ
ハ
ガ
キ
も
！

ク
イ
ズ
ハ
ガ
キ
も
！

お手元の署名
用紙は５５月中月中に協会へ！

　現行の健康保険証存続を求め、
協会は請願署名「現行の健康保険
証を残してください」に取り組んで
います。すでに寄せられた署名は
2,000筆に迫り、その中には、「今の
健康保険証のほうが便利で良い」
「使いなれた健康保険証を残してほ
しい」という先生や患者さんからの
声が寄せられています。
　現在行われている通常国会への
提出を予定していますので、お手元
にある署名用紙は５月中に協会ま
でお送りください。その際の封筒
や、追加の署名用紙、また左のPR
ポスターなどが必要な方は、以下の
QRからお申し込みいただくか、協
会運動本部（☎03-3205-2999）
までお電話ください。

健康保険証を残すべく―

　

経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
荻
原
博
子
さ
ん
に
よ
る

連
載「
マ
イ
ナ
保
険
証
の〝
失
態
〞を
追
う
〜
こ
の
ま

ま
見
過
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
〜
」。運
用
開
始
以

降
、ト
ラ
ブ
ル
が
相
次
ぐ〝
マ
イ
ナ
保
険
証
〞を
テ
ー

マ
に
、経
済
分
野
の
専
門
家
の
視
点
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
問
題
の
根
幹
に
あ
る
も
の
や
、そ
の
行

く
末
に
つ
い
て
ご
執
筆
い
た
だ
く
。今
回
は
２
回
目
。

　
回
の
記
事
で
、
も
し
「
マ
イ
ナ
保
険
証
」

が
、
利
用
者
に
も
医
療
機
関
に
も
便
利
で
安
心

で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
自
然
に
利
用
率
は
右

肩
上
が
り
に
な
る
は
ず
と
書
き
ま
し
た
。

そ
れ
な
の
に
、
不
便
さ
は
そ
の
ま
ま
で
、
政

府
は
さ
ら
に
普
及
の
た
め
の
「
ア
メ
」
の
バ
ラ

マ
キ
を
加
速
し
ま
す
。
厚
生
労
働
省
は
今
年
１

月
、マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
１
件
あ
た
り
20
〜
120

円
を
医
療
機
関
に
支
給
す
る
制
度
を
実
施
し
ま

し
た
が
利
用
率
は
上
が
ら
ず
、３
月
時
点
の
利

用
率
は
５
・
47
％
と
低
空
飛
行
。

そ
こ
で
、
５
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
「
マ
イ

ナ
保
険
証
利
用
促
進
集
中
取
組
月
間
」
を
設

け
、
利
用
し
た
人
数
の
増
加
に
応
じ
て
、
診
療

所
や
薬
局
な
ら
ば
最
大
10
万
円
、
病
院
な
ら
ば

最
大
20
万
円
の
一
時
金
を
１
回
限
り
で
支
給
し

ま
す
。
病
院
も
経
営
が
苦
し
い
と
こ
ろ
が
多
い

の
で
、
た
と
え
１
回
限
り
で
も
魅
力
的
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
方
で
、
マ
イ
ナ

保
険
証
を
持
っ
て
こ
ら
れ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き

る
と
、
そ
の
対
処
で
業
務
が
妨
げ
ら
れ
る
恐
れ

が
あ
り
病
院
と
し
て
も
痛
し
痒
し
で
し
ょ
う
。

前

連載連載

profi le

窓
口
で
「
期
限
切
れ
」表
示
が
―

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
電
子
証
明
書
等
の
有
効
期
限
に
注
意

マ
イ
ナ
保
険
証
を
カ
ー
ド
リ

ー
ダ
ー
に
か
ざ
し
て
も
「
期
限

切
れ
」
の
表
示
が
出
て
、
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
で
き
な
い

と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
各
医
療
機

関
で
起
き
始
め
て
い
る
。

そ
も
そ
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
（
以
下
、
マ
イ
ナ
カ
ー

ド
）
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
電

子
証
明
書
に
は
５
年
間
の
有
効

期
間
が
あ
り
、
利
用
者
の
手
元

に
は
有
効
期
限
を
迎
え
る
前
に

有
効
期
限
通
知
書
が
届
く
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
有
効
期
限
を

過
ぎ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
マ
イ

ナ
カ
ー
ド
自
体
が
使
用
で
き
な

く
な
り
、
そ
れ
に
紐
付
け
ら
れ

た
健
康
保
険
証
の
資
格
情
報
等

も
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
２
０
１
６
年
か
ら
マ
イ
ナ

カ
ー
ド
の
交
付
が
開
始
さ

れ
、
21
年
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
カ

ー
ド
に
よ
る
健
康
保
険
証
の
利

用
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ

た
。
総
務
省
の
統
計
で
は
、
24

年
４
月
時
点
で
日
本
の
総
人
口

に
占
め
る
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
保

有
割
合
は
73
・
５
％
で
あ
り
、

現
場
で
は
有
効
期
限
切
れ
の
ト

ラ
ブ
ル
が
ま
す
ま
す
増
加
す
る

と
懸
念
さ
れ
る
。
も
し
、
患
者

の
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
自
体
に
何
ら

か
の
問
題
が
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
時
に
ど
の
よ
う
に
対
応

す
べ
き
か
を
以
下
に
示
す
。

オンライン資格確認ができなかった場合の対応

対応対応１１　受診歴がある患者の場合、被保険者資格申立書に記載

すべき情報について、前回の受診歴から資格情報に変更がない

かを口頭で確認する。変更がなければ、確認した資格情報にもと

づき対応する。変更があった場合、「対応３」の方法で対応する。

対応対応２２　受診歴がない患者の場合、被保険者資格申立書を可能

な範囲で記載してもらい、記載された一部負担金の割合で支払

いを求める。

対応対応３３　「対応１」または「対応２」でも対応ができない場合、患

者に対して医療費の全額（10割）の支払いを求める。

　このようなトラブルは、現行の健康保険証があれば即座に解

消できる。これからも協会は現行の健康保険証の存続を求めて、

重要性・必要性を訴えていく。

（ 1 2）第６５０号東 京 歯 科 保 険 医 新 聞 （毎月１回１日発行）２０２４年（令和６年）５月１日 （第三種郵便物認可）
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荻原 博子（おぎわら・ひろこ） ／経済ジャーナリスト。家
計に根ざした視点で経済を語る。バブル崩壊直後からデ
フレの長期化を予想し、現金に徹した資産防衛、家計運
営を提唱し続けている。新聞・経済誌などに連載。新聞、
雑誌等の連載やテレビのコメンテーターとしても活躍
中。近書に「マイナ保険証の罠」（文春新書）、「マイナンバ
ーカードの大問題」（宝島社新書）など。

第2回　「便利さ」を置き去りにした普及活動は無意味第2回　「便利さ」を置き去りにした普及活動は無意味

経済ジャーナリスト

荻原 博子
マイナ保険証のマイナ保険証の〝〝失態失態〟〟を追うを追う
～このまま見過すことはできません～

で
は
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
が
活
躍
す
る
」
と
言
い
、

「
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
と
一
緒
に
避
難
し
て
」
と
言

っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
元
か
ら
は
「
電
気
も
電

波
も
な
い
の
に
、
ど
う
や
っ
て
使
う
ん
だ
」
と

い
っ
た
声
が
続
々
と
上
が
り
ま
し
た
。
こ
の
カ

ー
ド
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
と
い
う
声
を
、
私
は

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
厚
労
省
は
地
震
直
後
の
事
務
連

絡
で
、
災
害
救
助
法
を
適
用
し
て
マ
イ
ナ
カ
ー

ド
が
な
く
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入

し
て
い
る
医
療
機
関
・
薬
局
で
、
患
者
の
薬
剤

情
報
・
特
定
健
診
情
報
な
ど
の
医
療
情
報
を
特

例
と
し
て
閲
覧
で
き
る
と
通
知
し
て
い
ま

す
。
し
か
も
、
災
害
時
の
被
災
者
の
薬
歴
・
既

往
症
な
ど
の
情
報
は
、
各
保
険
者
か
ら
提
供
さ

れ
る
仕
組
み
も
確
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
カ
ー
ド
を
探
し
て
い
る
内
に
被

害
に
遭
う
、
あ
る
い
は
最
悪
の
場
合
、
命
を
落

と
す
リ
ス
ク
を
考
え
た
ら
、
命
を
第
一
に
即
刻

逃
げ
る
ほ
う
が
い
い
の
は
明
ら
か
で
す
。

意
味
の
な
い
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
実
証
実
験

Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
導
入
が
公
表
さ
れ
た
約
１
カ
月

後
、
政
府
は
横
浜
市
内
で
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
を
使

っ
た
避
難
所
入
所
の
た
め
の
実
証
実
験
を
し
ま

し
た
。
デ
ジ
タ
ル
庁
や
神
奈
川
県
内
の
自
治
体

職
員
約
80
人
が
参
加
し
て
、
避
難
所
の
入
所
手

続
き
で
ど
れ
く
ら
い
の
差
が
出
る
の
か
を
測
っ

た
の
で
す
。
結
果
、
紙
へ
の
入
力
と
比
べ
所
要

時
間
を
約
10
分
の
１
に
短
縮
で
き
た
そ
う
で
す

が
、
平
時
に
職
員
80
人
を
業
務
と
し
て
参
加
さ

せ
る
実
証
実
験
を
大
々
的
に
行
う
こ
と
に
、
何

の
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

な
ぜ
な
ら
、
命
か
ら
が
ら
避
難
所
に
逃
げ
延

び
た
人
の
中
に
は
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
を
持
っ
て

い
な
い
人
も
多
い
、
持
っ
て
い
て
も
使
い
方
が

わ
か
ら
な
い
人
も
い
る
。
顔
に
怪
我
を
し
て
顔

認
証
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
暗
証
番
号
を
忘
れ
て

し
ま
っ
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
停
電
で
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ー
が
使
え
な
か
っ
た
り
、
そ
も
そ
も

ネ
ッ
ト
環
境
も
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
。

こ
う
し
た
リ
ア
ル
な
被
災
地
の
状
況
を
完
全

に
無
視
し
、
本
当
の
便
利
さ
を
置
き
去
り
に

し
、「
手
書
き
よ
り
早
い
」
な
ど
と
宣
伝
す
る

の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
。
単
に
震
災
を
宣
伝
材
料
に

使
っ
て
い
る
だ
け
と
感
じ
る
の
は
、
ひ
と
り
、

私
だ
け
で
し
ょ
う
か
？

地震により甚大な被害を受けた石川・輪島市内の様子
（石川県保険医協会提供）

本連載をWEBでチェック👉

能
登
で
は
災
害
に
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
で
は
な
く

Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
を
活
用

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
以
下
、
マ
イ
ナ
カ

ー
ド
）
の
不
便
さ
は
、
今
年
１
月
に
起
き
た
能

登
半
島
地
震
で
も
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
政
府

は
、「
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
は
災
害
の
時
に
役
に
立

つ
」
と
さ
か
ん
に
宣
伝
し
て
い
ま
し
た
が
、
能

登
半
島
地
震
で
は
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
で
は
な
く

Ｊ
Ｒ
東
日
本
が
発
行
し
て
い
る
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ

（
ス
イ
カ
）
が
活
用
さ
れ
ま
し
た
。
理
由
は
、

「（
Ｎ
Ｆ
Ｃ
）
Ｔ
ｙ
ｐ
ｅ
―
Ｂ
に
対
応
し
た
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
用
意
で
き
な
か
っ
た
た

め
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
民
間
の
Ｊ
Ｒ
東
日

本
は
即
座
に
約
350
台
の
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
と
約

１
万
８
千
枚
の
Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
を
提
供
で
き
る
の

に
、
な
ぜ
国
民
全
員
に
持
た
せ
よ
う
と
す
る
マ

イ
ナ
カ
ー
ド
の
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
政
府
が
用

意
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

デ
ジ
タ
ル
庁
の
河
野
太
郎
大
臣
は
、「
災
害
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